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最終変更 令和６年３月２１日（木） 



変    更    等    履    歴 

平成１７年 ３月 新 規 作 成 
 町村合併による「美馬市」への移行時に、美馬市

水防計画を新規に作成 

－  改 定 履 歴 の 細 部 不 明  － 

平成２６年 ８月 
一 部 変 更 

(全面変更前最終) 

 用語の定義対象の全面変更、地元住民の水防義務

の追記、水防団のとる水防体制の基準の明確化等の

一部変更 

令和 ４年 ６月 全 面 変 更 

 美馬市地域防災計画から分離独立させ、「徳島県水

防計画」及び国土交通省の「水防計画作成の手引き

(水防管理団体版)」の構成・内容に整合させ全面変更 

令和 ５年 ３月 一 部 変 更 

 県水防計画の令和４年度変更内容の反映、洪水予

報発表基準・発表の流れ図の修正（気象庁の運用変

更）、樋門の一部が無人化したことの付表への反映等 

令和 ６年 ３月 一 部 変 更 

県水防計画の令和５年度変更内容の反映、気象庁

の気象データ及び防災気象情報指標の変更等の反映

並びに表現や見やすさの最適化等の一部変更 

   

   

   

   

   

   



水 防 に 関 係 す る 機 関 等 連 絡 先 一 覧 

№ 区 分 機 関 等 名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 
防災専用電話 

（県総合情報通信 NW） 

１ 

国 

国土交通省 四国地方整備局 

徳島河川国道事務所 
088-654-2211 088-654-9616  

2 
徳島河川国道事務所 

吉野川貞光出張所 
0883-62-2396 0883-62-4259  

3 
徳島河川国道事務所 

吉野川美馬出張所 
0883-63-2049 0883-63-5426  

4 吉野川ダム統合管理所 0883-72-3000 0883-72-4294  

５ 
気象庁 

徳島地方気象台 
088-622-3857 088-652-9407 221 

６ 
自衛隊 

徳島地方協力本部 
088-623-2220 088-623-2319  

７ 
陸上自衛隊 

第１４旅団（善通寺） 
0877-62-2311 0877-62-2311  

８ 
第１４旅団 

第１５即応機動連隊（善通寺） 
0877-62-2311 0877-62-2311  

９ 
第１４旅団 

第１４施設隊（徳島） 
0884-42-0991 0884-42-0991 425 

10 
第１４旅団 

第１４飛行隊（北徳島） 
088-699-5118 088-699-5118  

11 

県 

徳島県危機管理環境部 

とくしまゼロ作戦課 
088-621-2716 088-621-2281 088-621-9500 

12 
徳島県県土整備部 

河川整備課 
088-621-2572 088-621-2870 088-621-9570 

13 
徳島県西部総合県民局（美馬庁舎） 

地域創生観光部 危機管理担当 
0883-53-2393 0883-53-2434 0883-53-9501 

14 
徳島県西部総合県民局（美馬庁舎）

県土整備部 
0883-53-2211 0883-53-2083 0883-53-9520 

15 徳島県警察本部 088-622-3101 088-621-2956 088-621-9560 

16 

徳島県警察 

美馬警察署 
0883-52-0110 0883-53-0110  

 

脇町うだつ交番 0883-52-2751   

脇町清水駐在所 0883-53-6613   

脇町野村駐在所 0883-52-2750   

美馬町喜来駐在所 0883-63-2110   

美馬町谷口駐在所 0883-63-2577   

穴吹交番 0883-52-1147   

木屋平駐在所 0883-68-2110   



 

№ 区 分 機 関 等 名 称 電話番号 ＦＡＸ番号 
防災専用電話 

（県総合情報通信 NW） 

17 

市町村 

美馬市 

 危機管理課 
0883-52-1677 0883-52-5758 286 

18 夏子ダム管理事務所 0883-53-8624 0883-53-8624 321 

19 三好市 0883-72-7625 0883-72-7625 251 

20 つるぎ町 0883-62-3111 0883-62-4944 284 

21 東みよし町 0883-82-6303 0883-76-1010 256 

22 美馬西部消防組合 0883-63-2214 0883-63-5601 258 

23 

公共機関 

独立行政法人水資源機構 

池田総合管理所 
0883-72-2050 0883-72+6376  

24 
西日本電信電話株式会社 

 徳島支店 
088-602-1146 088-602-1288  

25 
四国旅客鉄道株式会社 

 保線課 
087-822-0117 087-851-4106  

26 
四国電力株式会社 

 徳島支店 
088-622-7121 088-656-4511  

27 
四国電力送配電株式会社 

 池田支社 
0883-72-7501 0883-72-7555  

28 美馬市社会福祉協議会 0883-53-7432 0883-53-6475  

29 

マスコミ

報道機関 

徳島新聞社 

 本社 
088-655-7373 088-622-8617  

30 
徳島新聞社 

 美馬支局 
0883-52-0151 0883-52-0121  

31 
ＮＨＫ 

 徳島放送局 
088-626-5975 088-653-8722 372 

32 四国放送 088-626-2801 088-625-5441 373 

33 エフエム徳島 088-656-2121 088-656-2104 375 

34 エフエムびざん 088-656-5000 088-656-0791  

35 
読売新聞 

 徳島支局 
088-622-3155 088-626-3544  

36 
朝日新聞 

 徳島総局 
088-622-6155 088-622-6157  

37 
毎日新聞 

 徳島支局 
088-625-3131 088-625-3197  

38 
共同通信 

 徳島支局 
088-622-5155 088-624-2704  
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美馬市水防計画を使用するにあたって 

 市職員、防災関係機関の職員、市内事業者及び市民等全ての水防関係

者は、本計画を活用しつつ『防災思想』の啓発並びに『防災知識』の向上

に日々努めるものとする。 

 また、毎年発生する大雨や台風に備え、日頃から「自助」・「共助」・「公助」そ

れぞれの領域において『物心両面にわたる備え』を実践し、水災の発生を可

能な限り未然に防止するとともに、いざという時においては相互に協働しつつ被害

の局限（防災・減災）を期すよう努めなければならない。 
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             本 編             

 

第１章 総 則 

 

第１節 目 的 

この計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号。以下「法」という。）第４条の

規定により、知事から「指定水防管理団体」に指定されている市が、法第３３条の

規定に基づき、市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事

項を定め、市内における河川の洪水若しくは地震による堤防の損傷、漏水又は沈下

等が発生した場合による水災を警戒し、防御し及びこれによる被害を軽減し、もっ

て公共の安全を保持することを目的とする。 

 

第２節 用語の定義 

この計画において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の右欄に

掲げるところによる。 

 

美馬市水防本

部 

 

 

 

水防管理団体 

 

指定水防管理

団体 

 

 

 

 

 

水防管理者 

 

 

水防団 

 

 

 

 

水防本部の機能は、「災害対策本部」又は「災害警戒本部」ある

いは「災害情報連絡室」のいずれかが担う。 

このため、市は、水防事務を実施するにおいて「水防本部」と

いう組織体を別に編成することはしない。 

 

水防の責任を有する美馬市をいう（法第２条第２項）。 

 

水防管理団体のうち水防上公共の安全に重大な関係のある水

防管理団体として、知事から指定を受けたものをいう（法第４

条）。 

美馬市は、県告示第８７６号（昭和６１年１２月１２日、令和

２年４月１日段階）により、平成１７年３月１日に「指定水防管

理団体」となっている。 

 

水防管理団体である市町村の長たる美馬市長をいう（法第２条

第３項）。 

 

 法第６条に規定する水防団をいう。 

法第５条第２項において「指定管理団体（美馬市）は、その区

域内にある消防機関（消防組織法第９条の規定に基づき「消防本

部」、「消防署」及び「消防団」をいう。）が水防事務を十分に処理

することができないと認める場合においては、水防団を置かなけ
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水防団長 

 

 

 

 

 

水防協力団体 

 

 

 

 

 

 

 

水防活動 

 

 

 

 

水防体制 

 

 

 

洪水予報河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水位周知河川 

 

ればならない。」としているが、美馬市にあっては消防団が水防

事務を十分に処理することができるため、市に「水防団」を置く

ことはしない。 

 

美馬市は水防団を置かないため、法第６条第１項に基づく「水

防団長」や「水防団員」は組織しない。 

このため、法第６条第２項の規定する「水防団の設置、区域及

び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務

に関する事項」を定める条例は制定していない。 

 

水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水

防活動に協力等の業務を適正かつ確実に行うことができると認

められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定

める団体を、水防管理者が水防協力団体として指定したものをい

う。 

 現在、美馬市をはじめ徳島県内には、指定を受けた水防協力団

体はない（法第２６条及び第３７条）。 

 

 洪水の発生を未然に防ぎ、又は洪水が生起したときに被害を最

小限にするために行う活動であって、増水した河川の巡視（パト

ロール）や堤防に土のうを積んで越水等を防止したり、また崩壊

の危険がある堤防の箇所を補強する活動等をいう。 

 

河川等の状況及びそれに対応してあらかじめ定める基準に応

じて、水防管理者が水防団（消防団）に指令を出す出動体制のこ

とであり、「待機」、「準備」、「出動」及び「解除」の４段階がある。 

 

 国土交通大臣又は知事が、流域面積の大きい河川で、洪水によ

り国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものと

して指定した河川をいう（法第１０条第２項及び第１１条第１

項）。 

 徳島県にあっては、国土交通大臣（徳島河川国道事務所長）と

気象庁長官（徳島地方気象台長）が共同して洪水予報を行う河川

は、『吉野川』と『那賀川』の２河川であり、そのうち美馬市区域

に関係する国指定洪水予報河川は『吉野川』の１河川のみである。 

 同じく、知事（河川整備課長）と気象庁長官（徳島地方気象台

長）が共同して洪水予報を行う河川は、『勝浦川』の１河川のみで

あり、美馬市区域に関係する県指定洪水予報河川はない。 

 

 国土交通大臣又は知事が、洪水予報河川以外の河川で、洪水に

より国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるもの
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洪水予報 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防警報 

 

 

 

 

 

 

 

水防警報河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水浸水想定

区域 

 

 

 

 

 

として指定した河川をいう（法第１３条）。 

 徳島県内にあっては、国土交通大臣が指定した水位周知河川

は、『旧吉野川』等の９河川があるが、美馬市区域に関係する国指

定水位周知河川はない。 

 同じく、徳島県知事が指定した水位周知河川は、『貞光川』等の

１５河川があるが、美馬市区域に関係する県指定水位周知河川は

ない。 

 

 洪水予報河川において洪水のおそれがあると認められるとき

に、国土交通大臣又は知事が気象庁長官と共同で、水位又は流量

（国が行う洪水予報の場合は、これに加えて、氾濫した後におけ

る水位又は流量、若しくは氾濫により浸水する区域及び水深）を

示して、当該河川の状況を通知及び周知させるために行う発表を

いう。 

洪水予報には、「氾濫注意情報」、「氾濫警戒情報」、「氾濫危険情

報」及び「氾濫発生情報」の４種類がある。 

 

国土交通大臣は、洪水等により国民経済上重大な損害を生ずる

おそれがあると認めて指定した河川（水防警報河川）等について、

知事は、国土交通大臣が指定した河川等以外の河川等で洪水等に

より相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川等

について、水防活動を行う必要がある旨を警告して行う発表であ

る。水防警報の種類は、主に「待機」、「準備」、「出動」、「解除」

及び「情報（県の場合は「水位情報」）」がある（法第１６条）。 

 

国土交通大臣が、洪水等により国民経済上重大な損害を生ずる

おそれがあると認めて指定した河川について、また知事が、国土

交通大臣が指定した河川以外の河川で洪水等により相当な損害

を生ずるおそれがあると認めて指定した河川について、それぞれ

「水防警報」をしなければならないとされており、その場合の当

該河川を水防警報河川という（法第１６条）。 

美馬市区域に関係する水防警報河川は、国土交通大臣が指定し

た『吉野川』１河川のみである。 

 

洪水予報河川及び水位周知河川について、洪水時の円滑かつ迅

速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水害による

被害の軽減を図るため、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定さ

れる場所を「洪水浸水想定区域」として、国土交通大臣及び知事

が指定した区域をいう。 

美馬市区域に関係する洪水浸水想定区域が指定されている河

川は、『吉野川』の１河川のみである。 
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重要水防箇所

(区域) 

 

 

 

 

 

要配慮者利用

施設 

 

 

 

 

避難確保計画 

 

 

 

 

 

 

河川管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樋門・水門 

閘門・陸閘 

洪水時に危険が予想され、重点的に巡視点検が必要な箇所をい

う。 

堤防の区間は長いため、堤防の高さや幅及び過去の漏水等の実

績から、あらかじめ水防上重要な区間を定めることにより、水防

活動の要否判断のための堤防の点検が効率的に実施でき、危険な

箇所の早期発見が可能となる。 

 

社会福祉施設（老人福祉施設、有料老人ホーム、障害者支援施

設、子育て支援施設、一時預かり施設、児童相談所等）、学校、医

療施設（病院、診療所、助産所）その他の主として防災上配慮を

要する者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者

で「要配慮者」という。）が利用する施設をいう。 

 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、水害や土砂災害が発

生するおそれがある場合における要配慮者利用施設の利用者の

円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、防災体制、避難誘導、

施設の整備、防災教育及び防災訓練の実施、その他利用者の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置について定めた

計画をいう。 

 

河川法上の河川とは、一級河川及び二級河川をいう（河川法第

３条）。 

河川管理者とは、当該河川を管理する者をいう（河川法第７

条）。 

一級河川とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政

令で指定したものに係る河川で、国土交通大臣が指定したものを

いう。美馬市区域内にある一級河川は、「吉野川」のみであるが、

穴吹川は吉野川水系（支流）として一級河川として扱われている。

一級河川の河川管理者は、国土交通大臣である。 

二級河川とは、一級河川に指定された水系以外の水系で、公共

の利害に重要な関係があるものに係る河川で、都道府県知事が指

定したものをいう。美馬市区域内に二級河川はない。二級河川の

河川管理者は、知事である。 

それ以外として、市長が指定し管理する河川で、河川法の二級

河川の規定の適用を受ける「準用河川」、及び市長が条例により指

定し管理する河川で、河川法の適用を受けない「普通河川」があ

る。現在、美馬市区域内には、袋谷川等１８２の「準用河川」が

ある。 

 

樋門（ひもん）とは、河川や水路がより大きな川に合流する場

所に、河川や水路を横断する形で設けられる流水を制御するため
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表面雨量指数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌雨量指数 

 

 

 

 

 

 

流域雨量指数 

の構造物であり、合流先の川の水位が洪水等で高くなった時に、

その水が堤内地川に逆流しないようする施設をいう。樋門は、堤

体内に暗渠を挿入して設置（土手に埋め込まれた水が流れるトン

ネル）される。美馬市区域内には、２４箇所の国管理樋門、３箇

所の県管理樋門及び 2 箇所の市管理樋門がある。 

水門（すいもん）とは、橋のように堤防の両岸にわたって設け

られることが多い規模の大きな施設であり、本川の洪水が支川に

流入することを防止したり、海水が川に逆流するのを防止したり

する機能がある。美馬市区域内には水門はない。 

閘門（こうもん）とは、水位の異なる河川や水路等の間で、船

を上下させるために設けられる装置・施設である。美馬市区域内

には、１箇所の国管理閘門がある。 

陸閘（りくこう）とは、河川等の堤防を通常時は生活のために

途切れさせており、増水時には、それをゲート等で塞いで暫定的

に堤防の役割を果たすために設けられた施設である。美馬市区域

内には陸閘はない。 

 

短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標

である。 

降った雨が地中に侵み込みやすい山地や水はけの良い傾斜地

では、雨水は溜まりにくい特徴がある一方で、地表面の多くがア

スファルトで覆われている都市部では、雨水が地中に侵み込みに

くく地表面に溜まりやすいという特徴がある。 

表面雨量指数は、こうした地面の被覆状況や地質、地形勾配な

どを考慮して、降った雨が地表面にどれだけ溜まっているかをタ

ンクモデルを用いて数値化したものである。 

 

降った雨が地下の土壌中に溜まっている状態を指す値のこと

ういう。土砂災害は、現在降っている雨だけではなく、これまで

に降った雨による土壌中の水分量が深く関係している。この指数

は、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ溜まっているかを

タンクモデルを用いて数値化したものである。 

この値が大きいほど、土砂災害発生の危険性が高い。 

 

河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪

水危険度が高まるかを把握するための指標である。 

河川流域を１ｋｍ四方の格子（メッシュ）に分けて、降った雨

水が地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに

河川に沿って流れ下る量をタンクモデルを用いて数値化したも

のである。 
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第３節 水防の責任等 

１ 市の水防責任 

  市は、その区域における水防を十分に果たすべき責任を有する（法第３条）。 

  具体的には、水防法等の規定に基づき、次の事務を行う。 

区   分 事      務      内      容 

水 防 事 務 消防機関の出動準備及び出動（法第１７条） 

補償賠償等 

消防団員の公務災害補償（美馬市消防団条例(条例)第１５条） 

消防団員が退職・死亡した場合の退職報奨金支給（条例第１６条） 

緊急通行により損失を受けた者への損失の補償（法第１９条第２項） 

公用負担により損失を受けた者への損失の補償（法第２８条第３項） 

水防従事者に対する災害補償（法第４５条） 

河 川 管 理 

平常時における河川の巡視（法第９条） 

河川に水防上危険箇所があった際の河川管理者への連絡（法第９条） 

河川に水防上危険箇所があった際の必要な措置の求め（法第９条） 

水位の通報（法第１２条第１項） 

堤防決壊時の通報（法第２５条） 

堤防決壊後の措置（法第２６条） 

浸水想定区域における浸水の防止のための措置（法第１５条） 

避 難 

浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保（法第１５条） 

予想される水災の危険の周知（法第１５条の１１） 

避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の所有者又は管理 

者への必要な指示（法第１５条の３第３項） 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、前項の

指示に従わなかつたときのその旨の公表（法第１５条の３第４項） 

避難のための立退きの指示（法第２９条） 

警 戒 区 域 警戒区域の設定（法第２１条） 

基 盤 整 備 

水防訓練の実施（法第３２条の２） 

水防計画の策定（法第３３条第１項） 

水防計画の要旨の公表（法第３３条第３項） 

水防協力団体の指定・公示（法第３６条） 

水防協力団体に対する監督等（法第３９条） 

水防協力団体に対する情報提供又は指導若しくは助言（法第４０条） 

水防協力団体の水防経費の水防管理団体の負担（法第４１条） 

受 援 
警察官の援助の要求（法第２２条） 

他の水防管理団体、市町村長又は消防長への応援要請（法第２３条） 
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２ 居住者等の水防義務 

  水防管理者、消防機関の長は、消防団等消防機関のみでは人員が不足するな

ど水防のためにやむを得ないと判断した場合は、美馬市区域内に居住する者、

又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができるとしている（法

第２４条）。この場合、地元住民は、できる限りこれに協力するよう努めるもの

とする。 

  また、水防法第２７条第１項においては、「何人も、水防上緊急を要する通信

が最も迅速に行われるよう協力しなければならない。」とされており、地元住民

は、水防に係る通信にも協力するよう努めるものとする。 

 

３ 電気通信事業者等の義務 

  水防管理者、消防機関又はこれらの者の命を受けた者は、電気通信事業者が

その事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用でき、更に、鉄道通信施設

等の専用通信施設も使用することができることとなっている（法第２７条第２

項）。 

 

第４節 安全配慮 

 １ 水防従事者等の安全確保 

水防活動や避難誘導を実施するに際しては、それら水防活動等に従事する者

自身の身体及び生命の安全の確保に留意するものとする。 

 

 ２ 安全配慮上の要点 

❶ 水防活動や避難誘導の際は、原則として、複数人で活動することとし、指

揮者は自身及び団員の安全管理に特に留意する。 

  消防団員等の安全を確保する必要が生じた場合は、機を失せず速やかにか

つ果敢に退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

❷ 水防活動に従事する際は、常にライフジャケットを着用する。 

❸ 水防活動や避難誘導の際は、安否確認のため、また水防に関する情報の共

有のため、複数の通信機器を携行する。 

❹ 水防活動や避難誘導の際は、現場において最新の気象情報を入手できるよ

う、ラジオやスマートフォン等の情報ツールを携行する。 

❺ 水防活動を行う場合は、活動範囲に応じて、気象や周辺環境の変化を迅速

に認知し得るよう、監視員を適切に配置する。 

❻ 指揮者は、水防活動を行う時間や要領・段取り等を団員に周知・徹底し共

有しておく。 

❼ 指揮者は、退避等安全確保措置が必要になった場合に備え、退避方法、退

避場所、退避以外の安全確保措置及び安全確保措置のための指示の要領を、

現地において水防活動前に周知・徹底し共有しておく。 
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❽ 退避等の安全確保措置を行うか否か迷った場合は、必ず、積極策を採用す

る（『空振り』は許されるが、『見逃し』は許されない。）。 

❾ 平素から、堤防決壊事例や水防活動の実態等の資料を収集し消防団に配付

し、また研修や水防訓練を実施して水防知識と水防能力の向上を図る。 
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第２章 水防体制 

 

第１節 水防本部 

徳島地方気象台長の発表する「防災気象情報（警報・注意報等）」、及び県と徳島

地方気象台長の共同若しくは徳島河川国道事務所長と徳島地方気象台長の共同によ

る「洪水予報（氾濫警戒情報等）」等の発表・通知を受けて総合的に判断した結果、

市長（水防管理者。以下、同じ。）が洪水等の危険があると認めたときは、市は、そ

の時の状況に応じて最適な対処体制を敷くものとする。 

水防に係る対処体制は、美馬市危機管理指針（令和３年１月全面改定版）に基づ

き、「災害情報連絡室」、「災害警戒本部」又は「災害対策本部」のいずれかによる。 

 

第２節 水防本部の組織 

美馬市危機管理指針第４章「危機への対処」に規定する組織体制による。 

 

第３節 非常配備 

市は、平素の体制（状況把握体制）から水防に係る非常体制への切り換えを、迅

速かつ果敢に行う。 

水防に係る市の対処体制及び休日・勤務時間外における職員の動員配備（呼集）の

基準は、以下のとおり。 

事 象 － 
吉野川池田観測水位 

（氾濫注意水位） 
６．７ｍに到達 

吉野川池田観測水位 

（避難判断水位） 
７．４ｍに到達 

吉野川池田観測水位 
（氾濫危険水位） 
８．０ｍに３時間 

以内に到達見通し 

吉野川池田観測水位 

（計画高水位） 
１１．８７２ｍ 

気象情報等

（気象庁） 

（国交省） 

早期注意情報 
(警報級の可能性) 

大雨注意報 
（警報に切り替わ
る可能性が高い） 

大雨警報 

（浸水害） 
－ 

大雨特別警報 

（浸水害） 

洪水注意報 
（警報に切り替わ
る可能性が高い） 

洪水警報 
記録的 
短時間 
大雨情報 

 
 

氾濫注意情報 氾濫警戒情報 氾濫危険情報 氾濫発生情報 

吉野川水系 
洪水キキクル 
（うす青） 

吉野川水系 
洪水キキクル 
（黄色） 

吉野川水系 
洪水キキクル 

（赤） 

吉野川水系 
洪水キキクル 

（紫） 

吉野川水系 
洪水キキクル 

（黒） 

－ 
浸水キキクル 
（黄色） 

浸水キキクル 
（赤） 

浸水キキクル 
（紫） 

浸水キキクル 
（黒） 

吉野川 

水害リスクライン 

（うす青） 

吉野川 
水害リスクライン 

（黄色） 

吉野川 
水害リスクライン 

（赤） 

吉野川 
水害リスクライン 

（紫） 

吉野川 
水害リスクライン 

（黒） 

対処体制 
週番担当職員 
【常設】 

災害情報連絡室 
【判断設置】 

災害警戒本部 
【判断設置】 

災  害  対  策  本  部 
【判断設置】 

職員の行動 

(緊急登庁基準) 

週番職員は必

要に応じ３０

分以内に登庁 

全 て の 災 害 
情 報 連 絡 室 
要員は１時間 
以 内 に 登 庁 

全ての災害 
警 戒 本 部 
要員は１時間 
以内に登庁 

 
 

 
他 の 職 員 は 

テレビ・ネット

情報等を注視 

他の職員は連
絡が取れ即座
に登庁が可能
な態勢を確保 

  

顕著な大雨に関する情報 

（線状降水帯の発生） 

顕著な大雨に関する情報 

（線状降水帯の発生） 

全ての災害対策本部要員 
は １ 時 間 以 内 に 登 庁 

災 害 対 策 本 部 要 員 
以外の全職員は可能な 
限 り 速 や か に 登 庁 
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第４節 西部総合県民局管内の水防管理団体 

 令和５年４月１日現在における西部総合県民局管内の水防管理団体は、以下のと

おり。 

水防管理団体名 分団班数 団 員 数 

危険河川・危険箇所 
指 定 年 月 日 

(指定水防管理団体) 
河川数 危険箇所数 

美 馬 市 ２４  ７１２ ２０  ４0 H17．3．1 

三 好 市 ５２  １,２１６ 6  １４ H18．3．1 

つ る ぎ 町     １８  ２６６ ５  １４ H17．3．1 

東 み よ し 町     １７  ３６０ ４  １０ H18．3．1 

計 １１１ ２,５５４ ３５  ７８ － 
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第３章 水防危険箇所 

 

第１節 重要水防区域等 

 １ 重要水防区域等の意義 

   堤防の決壊、漏水、川の水が溢れる等の危険が予想される箇所であり、洪水

等に際して、水防上特に注意を要する箇所である。 

   国土交通省管理河川において定められる「重要水防箇所」と、県管理河川に

おいて定められる「重要水防区域」がある。 

   国及び県により各管理河川における重要水防区域等を定め、これを市に周知

されることにより、水防活動に対し一定の指針が与えられることになる。 

 

 ２ 重要水防区域等の活用 

   市は、各重要水防区域等に係る特性を平素から把握し、洪水時における水防

活動や住民の避難等対応方法を明確化し、もって洪水による被害発生の未然防

止又は被害の極小化を図る。 

   平素から把握すべき「重要水防区域等に係る特性」の主要なものは、以下の

とおり。 

    ❶ 地区名 

    ❷ 当該地区の戸数・住民数 

    ❸ 区域担当消防団 

    ❹ 区域担当消防団の団員数 

    ❺ 周辺の指定避難所の位置 

    ❻ 周辺の指定避難所の収容能力 等 

   上記により把握した各重要水防区域等に係る特性は、「重要水防区域一覧表」

により整備する。 

   ★付表－１「美馬市区域内の重要水防区域一覧表」 

   また、市は、洪水時における水防活動の迅速かつ円滑な実施に資するため、

特に出水期前において、河川管理者及び消防団と合同で重要水防区域等の巡視

を行い、その実態把握に努めるものとする。 

 

第２節 重要水防区域等設定の基準 

 国土交通省管理河川及び県管理河川の双方の重要水防区域等には「重点区間」が

あり、水防上最も重要な区間を「重要度 A」、水防上重要な区間を「重要度 B」に、

また水防上注意を要する区間を「要注意区間」に指定することとなっている。 

 国土交通省管理河川及び県管理河川の各設定の基準は、堤防の高さ、漏水履歴の

有無、堤防の築造後年数等の区分に応じた細部の設定基準がある。 

 ◆資料－１「国土交通省管理河川の重要水防箇所評定基準（案）」 

 ◆資料－２「県管理河川の重要水防区域評価基準（案）」 
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第３節 西部総合県民局管内の重要水防区域等総括表 

（令和５年４月１日現在） 

河 川 名 箇所数 
重要水防区域の延長 

(m) 
重要度 A 区間の延長 

(m) 
管轄庁舎 

吉 野 川 

１５  １５,５０５    ４,８３５   美馬庁舎 

 ９   １０,９５１      １０,９５１   三好庁舎 

穴 吹 川 ７  ３,７００    １,８００   美馬庁舎 

貞 光 川 ７  ２,６００    １,６００   美馬庁舎 

井口谷川 １  １５０    ０   美馬庁舎 

高瀬谷川 １  １,４００    ０   美馬庁舎 

三 谷 川 ２  ６００    ０   美馬庁舎 

半 田 川 １  ２００    ２００   美馬庁舎 

   細部は、付表－１「美馬市区域内の重要水防区域一覧表」を参照のこと。 
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第４章 予報及び警報 

 

第１節 気象台が発表する各種警報等 

 １ 全 般 

徳島地方気象台から、現下の気象状況等に応じて浸水害等に備えるために各

種の警報等の気象情報が一般に発表される。 

これに先んじて、気象台から市（危機管理課）に個別の先行情報がもたらさ

れることが多い。市は、この先行情報及び気象情報等を総合的に勘案し、水防

に最適な対処体制をとり、先行的な対策措置を講じなければならない。 

 

 ２ 水防活動に利用できる各種警報等 

   水防活動に利用できる各種警報等は、以下のとおり。 

区 分 警報等の種類 発   表   基   準   等 

警報等 

大雨特別警報 

台風や集中豪雨により数十年に１度の降雨量と

なるような警報の発表基準を遙かに超える大雨が

予想される場合に発表される。 

特に警戒すべき事項を表題に明示し、「大雨特別

警報（土砂災害）」、「大雨特別警報（浸水害）」又は

「大雨特別警報（土砂災害、浸水害）」のように発

表される。           〔警戒レベル５〕 

大 雨 警 報 

 大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生する

おそれがあると予想される場合に発表される。 

 特に警戒すべき事項を表題に明示し、「大雨警報

（土砂災害）」、「大雨警報（浸水害）」又は「大雨警

報（土砂災害、浸水害）」のように発表される。 

 雨が止んでも重大な土砂災害等のおそれが残っ

ている場合は発表が継続される。〔警戒レベル３〕 

洪 水 警 報 

 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生

じる増水や氾濫により重大な洪水災害が発生する

おそれがあると予想した場合に発表される。 

 重大な洪水災害には、河川の増水・氾濫、堤防の

損傷・決壊並びにそれらによる重大な浸水害が挙

げられる。           〔警戒レベル３〕 

大 雨 注 意 報 

大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれ

があると予想した場合に発表される。 

             〔警戒レベル２〕 

洪 水 注 意 報 

 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生

じる増水により洪水災害が発生するおそれがある

と予想した場合に発表される。 〔警戒レベル２〕 
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土 砂 災 害 警 戒 情 報 

 大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及

ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況

となったときに気象台と県から共同して発表され

る。              〔警戒レベル４〕 

 

３ 雨を要因とする特別警報の指標（発表条件）（令和５年６月から） 

 ① 大雨特別警報（浸水害）の場合 

   過去の多大な被害をもたらした現象に相当する表面雨量指数及び流域雨量

指数の基準値を地域毎に設定し、以下の❶又は❷を満たすと予想される状況

において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨（１時間に概ね３０㎜以上の

雨）がさらに降り続くと予想される市町村等に発表される。 

   ❶ 表面雨量指数として定める基準値以上となる１㎞格子が概ね３０個以

上まとまって出現 

   ❷ 流域雨量指数として定める基準値以上となる１㎞格子が概ね２０個以

上まとまって出現 

 ② 大雨特別警報（土砂災害）の場合 

   過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地

域毎に設定し、この基準値以上となる１㎞格子が概ね１０個以上まとまって

出現すると予想される状況において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨（同

前）がさらに降り続くと予想される市町村等に発表される。 

   ※ 地域毎の「表面雨量指数」、「流域雨量指数」及び「土壌雨量指数」の

基準値は、以下のＵＲＬ「気象等に関する特別警報の指標（発表条

件）」において確認のこと 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/kizyun-kishou.html 

 

４ 台風等を要因とする特別警報の指標（発表条件） 

  伊勢湾台風級（中心気圧９３０hPa 以下又は最大風速５０m/s 以上）の台風

や同程度の温帯低気圧が来襲する場合に、特別警報が発表される。  

  ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気圧９１０hPa

以下又は最大風速６０m/s 以上となっている。 

  台風については、指標（発表条件）の中心気圧又は最大風速を保ったまま、中

心が接近又は通過すると予想される地域（予報円がかかる地域）における、暴

風・高潮・波浪の警報を、特別警報として発表される。 

  温帯低気圧については、指標（発表条件）の最大風速と同程度の風速が予想

される地域における、暴風（雪を伴う場合は暴風雪）・高潮・波浪の警報を、特

別警報として発表される。 

  ※ 「台風」は、前線を伴わず低気圧のみで構成されるものをいい、台風と同

程度の気圧又は最大風速に発達したものであっても前線を伴っている場合

は「温帯低気圧」となる。 



《美馬市水防計画 本編 第４章 予報及び警報》 

15 

５ 大雨警報・大雨注意報発表の細部指標 

（令和４年５月２６日現在） 

区 域 地 域 表 面 雨 量 指 数 土 壌 雨 量 指 数 

美馬北部・阿北 
美

馬

市 

脇･美馬･穴吹 

警 報 １７ 警 報 １５５  

注 意 報 ７ 注 意 報 １１３  

美馬南部・神山 木 屋 平 

警 報 ２０ 警 報 １９４  

注 意 報 １５ 注 意 報 １５５  

 

６ 洪水警報・洪水注意報発表の細部指標 

（令和５年６月８日現在） 

区 域 地 域 
流 域 雨 量 指 数 

洪 水 警 報 洪 水 注 意 報 

美馬北部・阿北 美

馬

市 

脇･美馬･穴吹 

曽江谷川流域＝21.5 

穴吹川流域＝41.6 

大谷川流域＝ 5.0 

井口谷川流域＝ 9.6 

中鳥川流域＝ 6.9 

曽江谷川流域＝17.2 

穴吹川流域＝33.2 

大谷川流域＝ 4.0 

井口谷川流域＝ 7.6 

中鳥川流域＝ 5.5 

美馬南部・神山 木 屋 平 穴吹川流域＝33.9 穴吹川流域＝27.1 

 

７ 津波情報の発表基準 

区分 

津波情報 

発   表   基   準 

（津波の高さの予想の区分） 
数値での発表 巨大地震(M８以上)の場合の表現 

大 津 波 警 報 

（特別警報） 

１０ｍ ＜ 高さ １０ｍ超 

『巨大』 ５ｍ ＜ 高さ ≦ １０ｍ １０ｍ 

３ｍ ＜ 高さ ≦  ５ｍ ５ｍ 

津 波 警 報 １ｍ ＜ 高さ ≦  ３ｍ ３ｍ 『高い』 

津 波 注 意 報 ２０㎝ ≦ 高さ ≦  １ｍ １ｍ (表記しない) 
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８ 警報等の伝達系統及び手段 

  ① 特別警報・警報の伝達系統及び手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 注意報・情報の伝達系統及び手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスコミ各社 TV･ラジオ･新聞等 

徳 

島 

地 

方 

気 

象 

台 

総務省消防庁（J-ALERT） 

NTT 西日本 

マスコミ各社 

美 
 

馬 
 

市 

消 

防 

団 

・ 

樋 

門 

管 

理 

人 

・ 

住 

民 

徳島県警察本部 

音声告知放送 

屋外スピーカー 

TV･ラジオ･新聞等 

HP(キキクル等) 

総務省消防庁（J-ALERT） 美 
 

馬 
 

市 

消 

防 

団 

・ 

樋 

門 

管 

理 

人 

・ 

住 

民 

HP(キキクル等) 

水 防 本 部 

災害対策・警戒 

（連絡）本部 

県 

徳 

島 

地 

方 

気 

象 

台 

水 防 本 部 

災害対策・警戒 

（連絡）本部 

県 
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第２節 洪水予報（国土交通大臣と気象庁長官の共同） 

１ 洪水予報の実施河川・区域等 

  美馬市区域に関係する指定洪水予報河川と予報区域等は、以下のとおり。 

河 川 予 報 区 域 
基 準 地 点 
（水位・流量） 担 当 官 署 

吉 野 川 

左 岸 
池田町～河口 

（77.69 ㎞） 

池田（無堤） 
池田（有堤） 

岩津 

徳島河川国道事務所 
・ 

徳 島 地 方 気 象 台 
右 岸 

 

２ 洪水予報の種類と発表の基準 

予 報 の 種 類 
(警報・注意報の別) 

発    表    の   基    準 警戒レベル 

吉野川氾濫発生情報 

（ 洪 水 警 報 ） 

氾濫が既に発生し、氾濫水への最大限の

警戒が必要な場合に発表される。 
警戒レベル５ 

吉野川氾濫危険情報 

（ 洪 水 警 報 ） 

 基準地点（観測所）のうち「池田（無堤）」、

「池田（有堤）」、「岩津」のいずれかの水

位が、急激な水位上昇により間もなく「氾

濫危険水位」を超えさらに水位の上昇が見

込まれるとき、或いは「氾濫危険水位」に

到達し、いつ氾濫してもおかしくない状態

のときに発表される。 

警戒レベル４ 

吉野川氾濫警戒情報 

（ 洪 水 警 報 ） 

 基準地点（観測所）のうち「池田（無堤）」、

「池田（有堤）」、「岩津」のいずれかの水

位が、一定時間後に「氾濫危険水位」に到

達すると見込まれるとき、あるいは「避難

判断水位」に到達し、さらに水位の上昇が

見込まれるときに発表される。 

警戒レベル３ 

吉野川氾濫注意情報 

（ 洪 水 注 意 報 ） 

 全ての基準地点（観測所）のいずれかが

「氾濫注意水位」に到達し、さらに水位の

状況が見込まれるときに発表される。 

警戒レベル２ 

備 考 

 上記発表基準のほか、予報区域内における「降雨」・

「水位」等の状況から、洪水予報を行う必要を認めたと

きは、徳島河川国道事務所及び徳島地方気象台のいずれ

か一方の申し出により、協議して「吉野川氾濫注意情報

（氾濫注意報）」、「吉野川氾濫警戒情報（洪水警報）」、

「吉野川氾濫危険情報（洪水警報）」又は「吉野川氾濫発

生情報（洪水警報）」のいずれかを発表する。 
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３ 洪水予報発表の流れ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 吉野川の氾濫水位レベル 

  吉野川に係る「水防団（消防団）待機水位」、「氾濫注意水位」、「避難判断水

位」及び「氾濫危険水位」の水位レベルは、以下のとおり。 

河 川 名 観測所名 

水防団待機水位 

（消防団待機水位） 
氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 計 画 高 水 位 

警戒レベル１ 警戒レベル２ 警戒レベル３ 警戒レベル４ － 

吉野川 

池田 
(無堤) 

4.10ｍ 6.70ｍ 

7.40ｍ 8.00ｍ 11.872ｍ 

池田 
(有堤) 

8.00ｍ 9.70ｍ 11.872ｍ 

岩津 3.30ｍ 5.30ｍ 6.80ｍ 7.50ｍ 12.937ｍ 

※ 「池田（無堤）」及び「池田（有堤）」が、美馬市に関係する観測所 
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 ５ 洪水予報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP(キキクル等) 

マスコミ各社 TV･ラジオ･新聞等 

総務省消防庁 

水防本部 

災害対策・警戒 

（連絡）本部 

県 

四
国
地
方
整
備
局
徳
島
河
川
国
道
事
務
所
・
徳
島
地
方
気
象
台
（
共
同
） 

NTT 五反田センター 

（氾濫警戒情報(洪水警報)のみ伝達） 

音声告知放送 

屋外スピーカー 美 
 

馬 
 

市 

消 

防 

団 

・ 

樋 

門 

管 

理 

人 

・ 

住 

民 
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第３節 洪水予報（徳島県知事と気象庁長官の共同） 

徳島県内で、知事（河川整備課長）と気象庁長官（徳島地方気象台長）が共同して

発表することが予定されている洪水予報河川は「勝浦川」のみであることから、当

該洪水予報は美馬市区域に影響しない。 

 

第４節 水防警報（国土交通大臣） 

 １ 水防警報の種類と内容 

段  階 警報の種類 警   報   の   内   容 

第 １ 段 階 待  機 

出水あるいは水位の再上昇が懸念される場

合に、直ちに水防機関が出動できるように『待

機』する必要があることを警告するもの 

第 ２ 段 階 準  備 

 水防に関する情報連絡や水防資器材の整備

等に努めるとともに、水防機関に出動の『準備』

をさせる必要があることを警告するもの 

第 ３ 段 階 出  動 
 水防機関が『出動』する必要があることを警

告するもの 

第 ４ 段 階 解  除 

水防活動を必要とする出水状況が『解消』し

たこと、及び当該基準水位観測所名による一連

の水防警報を『解除』することを通告するもの 

備 考 

「出動」を発表してから「解除」するまでの間、水位の上昇

下降、最高水位及び水位見込み等水防活動を行う上で必要な

情報を、適宜、『情報（水位情報）』として通知する。 

 

 ２ 吉野川に係る水防警報の実施区域及び担当官署 

河 川 予 報 区 域 
基 準 地 点 
（水位・流量） 

担 当 官 署 

吉野川 

左 岸 

・ 

右 岸 

池 田 町 ～ 河 口 

（ 7 7 . 6 9 ㎞） 

池田～岩津 

徳島河川国道事務所 

岩津～中央橋 

中央橋～第十 

第十～河口 
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 ３ 吉野川に係る水防警報の発表基準 

河 川 観測所 

水 防 警 報 の 発 表 基 準 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

『待機』 『準備』 『出動』 『解除』 

吉野川 

池 田 
( 無堤 ) 
・ 

池 田 
( 有堤 ) 氾濫注意水

位以上に到達

すると予想さ

れるとき 

 水防団(消防

団)待機水位

４．１ｍに到

達し、なお上

昇のおそれが

あるとき 

 氾濫注意水

位６．７ｍに

到達し、なお

上昇のおそれ

があるとき 水防作業を

必要としなく

なったとき 岩 津 〃３．３ｍ〃 〃５．３ｍ〃 

中央橋 〃３．４ｍ〃 〃４．９ｍ〃 

第 十 〃３．７ｍ〃 〃５．３ｍ〃 

 

第５節 水防警報（知事） 

 知事が指定した水防警報河川及び知事が指定した水位周知河川について、知事が

水防警報や水位情報を発表するが、美馬市区域内に当該対象河川はない（当該対象

河川は、西部総合県民局管内には１河川のみで、かつ美馬市に近い「貞光川」がそ

れにあたる。）。 

 

第６節 水防信号 

 １ 水防信号の意味 

   「警鐘」を叩くことで発する水防信号の種類と意味は、以下のとおり。 

信 号 の 種 類 水  防  信  号  の  意  味 

第 １ 信 号  氾濫注意水位（警戒水位）に達したことを知らせる信号 

第 ２ 信 号  消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせる信号 

第 ３ 信 号  美馬市区域内に居住する者が出動すべきことを知らせる信号 

第 ４ 信 号 
 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきこと

を知らせる信号 
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 ２ 水防信号の実施要領 

信号種類 
『警鐘』による水防信号 

（繰り返し） 
『サイレン』による水防信号 

（繰り返し） 

第１信号 ●(休止)●(休止)●(休止) 

◆→ (休止) ◆→ 

５秒 (15 秒) ５秒 

第２信号 ●●●(休止)●●●(休止) 

◆→ (休止) ◆→ 

５秒 (６秒) ５秒 

第３信号 ●●●●(休止)●●●●(休止) 

◆→ (休止) ◆→ 

１０秒 (５秒) １０秒 

第４信号 乱打 (休止) 乱打 (休止) 

◆→ (休止) ◆→ 

１分 (５秒) １分 

備 考 １ 
 地震により、堤防からの漏水や沈下等があった場合も、上記に準じ

て水防信号を発する。 

備 考 ２ 

１ 水防信号は、適宜の時間継続すること 

２ 必要がある場合は、「警鐘信号」と「サイレン信号」を併用して水 

防信号を発すること 

３ 水防に関する危険が去った時は、市の保有するあらゆる手段を活 

用して、市民にその旨を周知すること 

※『徳島県水防信号規則（県規則第２号）（昭和２５年１月１０日）』 
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第５章 水防活動 

 

第１節 観測及び通報 

１ 雨量の観測通報 

  西部総合県民局長が以下の要領で観測している雨量観測データは、必要に応

じて本市に通報されることとなっているが、市としても、気象状況により相当

の降雨があると認めたときは、本市に関係のある観測所の雨量観測データの把

握に主導的に努めるものとする。 

雨 量 観 測 の 時 期 デ ー タ 把 握 の 条 件 

１ ０ 分 毎 
時間降雨量が 20 ミリメートル以上のとき 

降り始めてからの雨量が 70 ミリメートルに達したとき 

雨 が 止 ん だ と き その時刻と雨量 

 

２ 市に関係のある雨量観測所 

観測所名 所有者・管理者 所  在  地 
観 測 施 設 の 明 細 

型   式 ﾃﾞｰﾀ取得者 

穴 吹 徳島地方気象台 穴吹町口山字初草 転倒ます型 気象台 

古 宮 

国土交通省 

徳島河川国道事務所  

穴吹町古宮字平谷 

転倒ます型 

(テレメーター) 

河川国道 

事務所 

木屋平 木屋平字大北 

中 藪 美馬町字大宮西 

今 杖 脇町字西俣名 

竜王山 美馬町字入倉 

川原柴 

徳島県 

県土整備部 

脇町字川原柴 

１㎜転倒ます型 砂防防災課 

黒 北 脇町字東赤谷名 

切久保 美馬町字入倉 

池ノ浦 美馬町字池ノ浦 

三 谷 穴吹町三島字三谷 

市ノ下 穴吹町穴吹字市ノ下 

猿 飼 穴吹町口山字猿飼 

半 平 穴吹町古宮字大平 

貢 木屋平字貢 

森 遠 木屋平字森遠 

平成荘 木屋平字太合 

県美馬庁舎 脇町大字猪尻字建神社下南 0.5 ㎜転倒ます型 河川整備課 
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３ 水位の観測通報 

 ① 県の水位観測要領 

   国の行う水位観測で市に関係のある河川は吉野川であり、県（西部総合県

民局）の行う水位観測で市に関係のある河川は、穴吹川と曽江谷川である。 

    県は、以下の要領で水位観測を行うこととしており、市は、気象状況によ

り相当の降雨があると認めたときは、本市に関係のある水位観測所の水位観

測データの把握に努めるものとする。 
 

観 測 者 水   位   観   測   要   領 

西部総合県民局長 

❶ 水防団（消防団）待機水位に達したときから、減水後同水
位に復するまでの１０分毎の水位 

❷ 水防団（消防団）待機水位に達した時刻及び減水後同水位
に復した時刻 

❸ 氾濫注意水位に達した時刻及び減水後同水位に復した時
刻 

❹ 最高水位に達し減水に向かうときは、その水位と時刻 

 

  ② 徳島県水防情報伝達システム接続 水位観測所（テレメーター） 

河 川 名 観測所 所  属 照  会  先 

水 位 （ｍ） 

水防団 

待機水位 

氾濫 

注意水位 

避難判断

水位 

氾濫危

険水位 

穴 吹 川 

穴  吹 

徳島県 西部総合県民局 

１．９ ２．９ － － 

口  山     

曽江谷川 棚  田 １．０ １．３ － － 

 

  ③ 上記以外の水位観測所（吉野川） 

    第４章第２節参照 
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４ ダム流量の通報 

 ① 夏子ダム 

   流入量が毎秒 60 ㎥に達したときは、次のとおりサイレン等を活用し、住民

に周知するものとする。 

  

  【警報通信系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

② 池田ダムの状況 

    池田ダムの状況は、必要な都度、独立行政法人水資源機構池田総合管理所

に問い合わせるものとする。 

 

  【警報通信系統図】 

 

 

 

 

 

 

        ※放流量  500 ㎥／s は３回の吹鳴  

        ※放流量 5,000 ㎥／s は６回の吹鳴 

         ※放流量 11,100 ㎥／s は緊急効果音＋９回の吹鳴 

         ※急激な水位上昇は９回の吹鳴 

 

 

 

 

 

 

美馬市 音声告知放送 

夏
子
ダ
ム
管
理
事
務
所
（
経
済
部
） 

・中四国農政局 農村振興部 

・県 県土整備部 水管理政策課 

西部総合県民局県土整備部 

農林水産部農林水産基盤整備局生産基盤課 

西部総合県民局農林水産部 

・美馬警察署 

・曽江谷土地改良区 

・美馬市消防本部 

住 

民 

音声告知放送・サイレン（曽江谷川流域５箇所） 

水
資
源
機
構 

池
田
総
合
管
理
所 

消 

防 

団 

・ 

住 

民 

サイレン（美馬市区域内３箇所） 

マスコミ各社 TV･ラジオ･新聞等 
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第２節 樋門・閘門・排水機場の操作 

１ 管理者 

国（徳島河川国道事務所）、県（河川整備課）及び市（危機管理課）の樋門・

閘門及び排水機場の各管理者は、樋門等の操作が必要と判断される状況となっ

た場合は、以下の順序・要領により樋門等の操作を行う。 

❶ 樋門・閘門及び排水機場の操作責任者に対する「出動指示」 

❷ 樋門・閘門及び排水機場の操作責任者に対する「操作指示」（樋門等の開

閉作業、排水機運転等） 

管 理 区 分 指  示  等  の  系  統 

国管理樋門等 
     →指示→      →指示→ 

     ←報告←      ←報告← 

県 管 理 樋 門 
     →→→→→→指示→→→→→→ 

     ←←←←←←報告←←←←←← 

市 管 理 樋 門 
               →指示→ 

               ←報告← 

  

 ２ 操作責任者 

樋門・閘門及び排水機場の操作責任者は、前項の「出動指示」を受領した場合

は、直ちに樋門等（管理棟）に出動するものとする。 

出動後、操作責任者は３０分毎に水位（内水位と外水位）等を監視し記録す

るものとする。 

前項の「操作指示」を受けた場合は、直ちに必要な操作を行うとともに、国

（徳島河川国道事務所）、県（西部総合県民局）又は市（災害対策本部等）に対

してその旨を報告する。 

操作責任者は、出動後、樋門・閘門又は排水機場あるいはその周辺に異常を

認めたときは、直ちに各管理者に報告しなければならない。 

   ◆資料－３「樋門等操作記録簿」 

 

３ 点検整備 

樋門・閘門及び排水機場の操作責任者は、以下の要領により樋門等の点検を

実施し、出水時の操作等に支障がないよう、平素から努めなければならない。 

点検の結果、不具合を発見した場合は、直ちに各管理者に報告し迅速な整備

の実現に繋げるものとする。 

期 区 分 点 検 整 備 の 頻 度 （ 点 検 内 容 ） 

出水期（５月～１０月） 月２回（樋門等の開閉動作点検、排水機の動作点検） 

上 記 以 外 の 期 間 月１回（樋門等の開閉動作点検、排水機の動作点検） 

 

４ 樋門・閘門・排水機場の箇所 

   ★付表－２「美馬市管内の樋門・閘門一覧表」 

   ★付表－３「西部総合県民局（美馬）管内の排水機場一覧表」 

国 美馬市 操作責任者 

県 操作責任者 

美馬市 操作責任者 
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５ 排水ポンプ車の要請連絡系統及び保管場所 

管 理 区 分 指  示  等  の  系  統 

国 管 理 
     →被害報告→     →出動要請→     →出動 

     →出動要請→       

市 管 理 
     →被害報告→     →出動指示→     →出動 

     →出動要請→ 

  ★付表－４「美馬市区域内の排水ポンプ車保管場所一覧表」 

 

第３節 監視及び警戒 

 １ 常時監視 

   市長は、樋門等の操作責任者に、平素における樋門等の点検に合わせて河川

及び堤防等について異常の有無を確認（常時監視）するよう依頼するものとす

る。 

常時監視によって異常を発見した場合は、樋門等の操作責任者は、直ちに県又

は市に報告するものとする。 

  

 ２ 非常警戒 

   市長は、災害対策本部等が設置されたときは、消防団及び樋門等の操作責任

者を適宜に運用し、以下の点に特に注意して美馬市区域内の監視及び警戒を厳

にするものとする。 

   ❶ 居住地側堤防斜面の漏水又は飽水による亀裂及び欠け崩れ 

   ❷ 川側堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ 

   ❸ 堤防の上端の亀裂又は沈下 

   ❹ 堤防から水が溢れるおそれのある箇所の水位の上昇 

   ❺ 樋門の両袖又は底部よりの漏水と扉の締まり具合 

   ❻ 橋梁その他の構造物と堤防との取り付け部分の異常 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出張所 美馬市 消防団 

消防団 美馬市 事業者 
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第４節 水防団（消防団）の出動体制 

１ 指令の区分及び基準 

市長は、次に示す基準により消防団に対し「待機」、「準備」、「出動」又は「解

除」の指令を出し、消防団の水防活動を適切に行わせるものとする。 

区  分 体    制 指   令   の   基   準 

待  機 
消防団の足留を

行う体制 

❶ 吉野川にあっては水防警報「待機」の発表を受

けたとき 

❷ 吉野川以外の河川で、水位が「水防団（消防団）

待機水位」に達し、なお上昇のおそれのあるとき 

❸ その他水防管理上必要と認められるとき 

準  備 

水防資材の整備

点検、樋門等の開

閉準備及び消防団

の幹部等の出動を

行い得る体制 

❶ 吉野川にあっては水防警報「準備」の発表を受

けたとき 

❷ 吉野川以外の河川で水位が「氾濫注意水位」に

達するおそれがあるとき 

❸ 豪雨により、堤防の決壊、漏水、がけ崩れ等の

おそれがあるとき 

❹ その他水防上必要と認められるとき 

出  動 
消防団が出動す

る体制 

❶ 吉野川にあっては水防警報「出動」の発表を受

けたとき 

❷ 吉野川以外の河川で、水位が「氾濫注意水位」

に達し、なお上昇のおそれがあるとき 

❸ 豪雨により、堤防の決壊、漏水、がけ崩れ等の

危険が迫ってきたとき 

❹ その他水防上必要と認められるとき 

解  散 
水防活動を終了

する体制 

❶ 吉野川にあっては水防警報「解除」の発表を受

けたとき 

❷ 吉野川以外の河川で、水位が「氾濫注意水位」

以下になり、かつ危険がなくなったとき 

❸ 堤防の決壊、漏水、がけ崩れ等の危険がなくな

ったとき 

❹ 応急復旧等が終了し、水防作業を必要とする状

況が解消したと認められるとき 

 

２ 出動解除後の報告等 

市長は、消防団に解除を指令した場合は、その旨を住民に周知するとともに、

県に対し、人員、資器材及び作業箇所の点検結果等を合わせ、直ちに報告するも

のとする。 
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第５節 水防作業 

１ 水防工法 

   水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し又は

被害の拡大を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域の状態等

を考慮して、最も適切な工法を選択し実施するものとする。 

   その際、消防団員は、自身の安全を確保できる場所までの避難完了に要する

時間等を考慮して、消防団員が自身の安全を確保できないと判断したときには、

自身の避難を優先する。 

   また、水防管理者は、平常時から消防団員等水防作業を実際に実施する全て

の関係者に水防工法等を習熟させ、災害時において最も適切な作業が即時に実

施できるよう努めるものとする。 

   水防作業を必要とする異常状態別に、それに適合する工法の概要及び水防作

業上の心得については、資料－４「水防工法の概要」を参照のこと。 

   ◆資料－４「水防工法の概要」 

 

２ 水防作業上の心得 

  水防作業に従事する者は、次の点に留意すること。 

 ❶ 水防作業時の自身の安全確保に留意し、安全が確保できないと判断される

場合は、避難を優先しなければならない。 

 ❷ 命令なく部署を離れたり、勝手な行動をとってはならない。 

 ❸ 水防作業中は私語を慎み、終始、敢闘精神をもって護り抜くこと。 

 ❹ 夜間などは特に言動に注意し、みだりに「越水」とか「破堤」等の想像によ

る言動をしてはならない。 

 ❺ 命令及び情報の伝達は、特に迅速、正確、慎重を期し、みだりに人心を動揺

せしめたり、いたずらに水防員を緊張によって疲れさせないよう留意し、最

悪時に最大の水防能力を発揮できるように心掛けること。 

 ❻ 洪水時に堤防に異常の起こる時期は、滞水時間にもよるが、大体、水位が

最大の時又はその前後である。しかし、法崩れ、陥没等は通常減水時に生ず

る場合が多い（水位が最大洪水位の３／４位に減少したときが最も危険）た

め、洪水が最盛期を過ぎても、完全に流過するまで警戒を解いてはならない。 

 

３ 水防資器材の補充 

水防倉庫の水防用資器材は、備蓄の資器材を使用してなお不足したとき、ま

たは不足が予想される場合は、市内の購入先に手配して、所要量を確保するも

のとし、緊急時は、西部総合県民局備蓄資器材の応援を求めるものとする。 

★付表－５「美馬市区域内の資器材購入先及び能力」 
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 ４ 水防活動に係る連絡・支援系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 警戒区域の設定 

消防団長、消防団員又は消防機関に属する者（これらの者が不在のとき、又

はこれらの者から要求があったときは警察官）は、水防の万全を期するため、

緊急に必要がある場所について「警戒区域」を設定し、水防関係者以外の者の

立入を禁止し若しくは制限し、又はその区域から退去を命ずることができる（法

第 21 条）。 

 

６ 水防用の標識等 

  ① 知事が定める「水防のため出動する車両」の標識（法第１８条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美馬市 

災害対策

本部等 

西部総合

県民局 

隣接市町 

水防団 

(消防団) 

県 

水防本部等 

県警 

(美馬警察署) 

地 
元 
住 
民 

自衛隊 隣接市町 

資器材支援 

要請 

：調整・連絡等の系統 
：支援の系統 

 

消 防 団 
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  ② 「市職員」及び「水防管理者から委任を受けた者」が水防のため現場に赴

く際に左腕に着用する腕章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 水防活動のため「水防管理者から委任を受けた者（建設業者等の民間事業

者）」が水防活動を行う際に重機等に掲示する横断幕（国土交通省水管理・国

土保全局の事務連絡『民間業者の水防活動への参画の推進について』） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 決壊・漏水等の通報及びその後の措置並びに避難 

１ 決壊・漏水等の通報 

  水防に際し、堤防その他の施設が決壊又は越水・溢水若しくは異常な漏水が

発生したときは、水防管理者又は消防機関の長は、直ちにその旨を関係者（西

部総合県民局長及び氾濫の及ぶおそれのある隣接水防管理者等）に通報しなけ

ればならない。 

  決壊等の通報を受けた隣接水防管理者は、更に次の氾濫の及ぶおそれのある

隣接水防管理者に、その旨を通報することとなる。 
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２ 決壊・漏水等の通報系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 決壊等後の措置 

  堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発

生したときにおいても、水防管理者及び消防機関の長は、できる限りはん濫に

よる被害が拡大しないように努めるものとする。 

 

４ 避難のための立ち退き 

  避難指示、高齢者等避難等の発令にあたっては、以下によるほか、美馬市地

域防災計画の定めるところによる。 

  洪水又は雨水出水によって氾濫による著しい危険が切迫していると認められ

るときは、市長は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避

難のため立ち退くべきことを指示することができる（法第２９条）。 

  市長は、立退きを指示した場合は、美馬警察署長に、その旨を通知するもの

とする（法第２９条後段）。 

  市長は、立退きを指示した場合は、その旨を県の河川整備課に速やかに報告

するものとする。 

 

５ 浸水想定区域内にある施設の名称及び所在地 

  市は、主として要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮

を要する者）が利用する施設であって、浸水想定区域内にある施設について、

洪水時における当該施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、当該施

設の名称及び所在地を市地域防災計画に定めておくものとする。 

消 防 団 

県 

水防本部等 
決壊発見者 

美馬市民 

徳島地方気象台 

報道機関 

国土交通省 
徳島河川国道事務所 

所轄警察署 
（美馬警察署等） 

隣接水防管理者 

その他必要な機関 

当該市町の住民 

隣接水防管理者 

水防管理者(美馬市長) 

（災害対策本部等） 

更に隣接 

西部総合

県民局 

吉野川 
の場合 

自衛隊 
報道等 
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  市は、浸水想定区域内にある当該施設の管理者及び職員等に対し、その旨を

周知するとともに、避難が必要な状況が生じるおそれがある場合は、早めの避

難を果敢に決断し避難するよう施設管理者や職員の意識を高め、また当該施設

での防災訓練が定期的に実施できるよう啓発等に努めなければならない。 
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第６章 協力及び応援 

 

第１節 応援及び相互協定 

 １ 警察官の応援要請 

   市長は、水防のため必要があると認めるときは、美馬警察署長に対して警察

官の出動を求めることができる（法第２２条）。 

   市長は、あらかじめ美馬警察署長と次の事項について協議しておくものとす

る。 

   ❶ 通信手段に制約等が生じた場合の警察電話・警察無線の使用要領 

   ❷ 法第２２条に基づく出動の求めの具体的要領 

   ❸ 法第２９条に規定する立ち退き指示時の警察署長への通知の具体的要領 

   ❹ 一般被害、土木被害の情報交換 

   ❺ その他水防について必要な事項 

 

 ２ 水防管理団体等相互の応援 

   水防のため緊急の必要があるときは、市長は、他の水防管理者又は市町村長

若しくは消防長に対して応援を求めることができる（法第２３条第１項前段）。 

   応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならないとされ

ている（法第２３条第１項前段）。 

   他の水防管理者等から応援を求められたときは、市の責任区域内の水防に支

障のない範囲で、水防作業員あるいは必要な資材および器具類をもって応援す

るものとする。 

 

 ３ 災害時相互応援協定 

   現時点において、市は、洲本市やひだか町などと計６つの災害時相互応援協

定を締結している。 

   市は、引き続き、隣接する水防管理団体等と、協力や応援等水防事務に関す

る相互応援協定を締結するよう努めるものとする。 

 

 ４ 自衛隊の災害派遣の要請の求め 

   市長は、水防のため大規模な応援を必要とする緊急の事態が生じたときは、

知事（西部総合県民局長）に対して自衛隊の災害派遣の要請をするよう求める

ことができる（災害対策基本法第６８条の２第１項）。 

   市長は、通信の途絶等何らかの理由により、「要請の求め（要求）」ができな

い場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を、防衛大臣又は

その指定する者（美馬市を災害派遣担当隊区とする第１４旅団（司令部第３部

防衛班））に通知することができる（災害対策基本法第６８条の２第２項）。 
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 ５ 市の河川管理者に対する協力 

   市は、他の河川管理者（国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所長、

知事、準用河川を所管する他の市町村長）に対し、自らの業務等に照らして可能

な範囲で、以下の協力を行うものとする。 

   ❶ 河川に関する情報の提供 

   ❷ 重要水防箇所の合同点検の実施 

   ❸ 水防管理団体の行う水防訓練等における水防指導者等への技術的支援 

   ❹ 水防管理団体の水防資器材が不足するような緊急の事態に際して、水防

資器材の貸与及び河川管理施設の予防又は復旧に必要な資材の提供 

 

第２節 水防に関する協議会 

 １ 国土交通省が主催する協議会 

   国土交通省徳島河川国道事務所が開催する「吉野川上流大規模氾濫に関する

減災対策協議会」においては、防災教育や水位情報の強化及び水防体制の充実

などの主としてソフト面を強化・充実し、洪水等からの防災・減災を図るもの

である。 

   市としても、本協議会に積極的に関与し、美馬市区域内における水防体制の

充実・発展等を図っていかなければならない。 

 

 ２ 県（西部総合県民局）が主催する協議会 

   西部総合県民局が開催する「水防連絡会議」においては、水防体制の強化充

実を図り、水防実施が円滑に行われることを目的として、必要に応じ招集され

る。連絡会における協議事項は、次のとおり。 

  〈連絡会議における協議事項〉 

   ❶ 気象状況の予報連絡事項 

   ❷ 水位、雨量の通報事項 

   ❸ 水防器具資材の調達事項 

   ❹ 相互協力応援事項 

   ❺ 水防訓練事項 

   ❻ 水防啓蒙宣伝事項 

   ❼ その他水防に必要な事項 
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第７章 水防施設及び輸送 

 

第１節 水防倉庫及び資器材 

 １ 水防倉庫 

市は、洪水被害から市民を守るため、水防倉庫を、出水時の水防活動拠点と

して使用するとともに、平常時には、水防活動の訓練場等として活用するもの

とする。 

水防倉庫は、消防団（分団）詰所にその機能を設置することを基本とし、市

（消防本部）は、当該場所に必要な水防資器材を備蓄しておくものとする。 

また、市役所庁舎（穴吹庁舎、美馬庁舎、ミライズ及び木屋平複合施設の市内

４箇所）にも水防資器材を備蓄しておくものとする。 

 

２ 水防資器材 

市は、水防倉庫を設置し、必要な資器材を備え付けるよう努めるものとする。 

★付表－６「備蓄資器材一覧表」 

   県は、水防管理団体の備蓄資器材が不足するような緊急の場合に備え、応急

支援のための資器材を備蓄している。 

   市は、水防に際し市の備蓄資器材が不足するような場合は、西部総合県民局

長に要請し、支援を受けるものとする。 

★付表－７「県備蓄資器材一覧表（西部総合県民局備蓄分）」 

 

第２節 非常輸送 

 １ 県の行う輸送路の確保 

   県は、県水防本部（道路班）が主務となり、警察の協力を得て、西部総合県民

局及び市等からの情報に基づき、県水防本部と西部総合県民局等の間の通行路

線を定め、水防時において輸送路の確保に努めることとしている。 

   また、西部総合県民局は、市等からの情報に基づき西部総合県民局等と市等

の間の通行路線を定め、水防時における輸送路の確保に努めることとしている。 

 

 ２ 市の行う輸送路の確保 

   前項に基づき、西部総合県民局と市庁舎（穴吹・美馬・脇町・木屋平の各庁

舎）の間の水防時における輸送路の確保に努めるものとする。 

   また、市は、市庁舎から水防倉庫の間、更に水防倉庫から美馬市区域内の重

要水防区域等への進出路の状態把握に努め、水防活動予定場所への進出路を確

保するよう努めるものとする。 
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 ３ 優先通行 

   知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行

者は、これに進路を譲らなければならない（法第１８条）。 

   知事の定める水防用の標識等は、第５章第５節第７項「水防用の標識等」を

参照のこと。 

 

 ４ 緊急通行 

   消防団長、消防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受

けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない

通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる（法第１９

条）。 
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第８章 通信連絡体制 

 

第１節 徳島県総合情報通信ネットワークシステム 

 総合情報通信ネットワークシステムは、県庁と西部総合県民局等並びに市や防災

関係機関を総合的に結んだ無線回線である。 

 災害時においては、一斉通信指令、緊急回線統制等の機能によって、災害情報の

収集・伝達体制の確保及び迅速な応急処理ができる。 

  

第２節 非常通話回線の確保 

 １ 水防通信の確保のための協力義務 

   何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなけれ

ばならないこととなっている（法第２７条第１項）。 

  

２ 通話回線の優先利用 

  水防管理者、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者（以下、この項にお

いて「水防管理者等」という。）は、水防上緊急を要する通信のために、電気通

信事業法に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優

先的に利用することができることとなっている（法第２７条第２項前段）。 

また、水防管理者等は、警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電

気事業通信施設その他の専用通信施設も使用することができることとなってい

る（法第２７条第２項後段）。 

  

 ３ 通話回線の優先利用のための協定の締結 

   市は、平素において、通話回線の優先利用を確保するため、洪水に際して水

防上緊急を要する通話は、あらかじめ電話する相互局を検討し所轄のＮＴＴ等

の支店と、利用上の細部について協定を締結するよう努めるものとする。 

  

第３節 特別取扱いの電報と積極活用 

 １ 非常電報・緊急電報 

   非常電報とは、ＮＴＴによれば「天災事変等の非常事態時に、災害の予防等

のために必要な事項を内容とする電報で、他の全ての電報に先立って伝送・配

達されるもの」をいう。 

   緊急電報とは、同じく「公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする電

報で、他電報（非常電報は除く。）に先立って伝送・配達されるもの」をいう。 

 

 ２ 非常電報等の活用 

市は、非常時における通信手段の複合化のため、申込の際、「非常電報」又

は「緊急電報」の旨を申し出て、水防上緊急を要する事項等の伝達に、当該電
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報手段を積極的に活用するものとする。 

市が非常電報等を活用する場合は、資料－５（ＮＴＴを例）を参照のこと。 

 ◆資料－５「非常電報及び緊急電報の活用想定場面」 

 

第４節 その他の通信 

 市は、水防倉庫や樋門等の近傍にある一般加入電話契約者と、水防時に当該電話

を使用できるよう、平素から協定を締結するよう努めるものとする。 

 

第５節 報道機関の活用 

 市は、災害に関する状況、災害対策本部等において決定した事項や応急対策措置

等を市民に積極的に情報発信するため、報道機関（放送局、新聞社）の協力を得ら

れるよう努めるものとする。 



《美馬市水防計画 本編 第９章 費用負担と公用負担》 

41 

第９章 費用負担と公用負担 

 

第１節 水防費用の負担 

 １ 原 則 

水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担することとな

っている（法第４１条）。 

ただし、他の水防管理団体の応援のために要した費用は、当該応援を求めた

水防管理団体が負担するものとし、負担する費用の額及び負担の方法は、応援

を求めた水防管理団体と応援を求められた水防管理団体が協議して定めるもの

とする（法第２３条第３項、第４項）。 

  

 ２ 利益を受ける市町村の費用負担 

   水防管理団体の水防によって他の市町村が著しく利益を受けるときは、第４

１条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著

しく利益を受ける市町村が負担することとなる（法第４２条第１項）。 

   これにより負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団

体と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定めることとなる

（法第４２条第２項）。 

 

第２節 公用負担 

１ 物的公用負担 

 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、消防機関の長あるいは水

防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、次の権限を行使するこ

とができる（法第２８条）。 

❶ 必要な土地の一時使用 

❷ 土石、竹木、その他の資材の使用若しくは収用（委任を受けた者は収用

は行使不可） 

❸ 車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器の使用 

❹ 工作物、その他の障害物の処分（❹は委任を受けた者は行使不可） 

 洪水等により危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる

被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その

現場において、上記と同様の権限を行使することができる（河川法第２２条(洪

水時等における緊急措置)）。 

 

 ２ 人的公用負担（居住者等の水防義務） 

水防管理者又は消防機関の長は、水防のためやむをえない必要があるときは、

美馬市（水防管理団体）の区域内に居住する者又は現場にある者を水防に従事

させることができる（法第２４条）。 
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河川管理者は、緊急の必要がある場合は、その付近に居住するする者又はそ

の現場にある者を、工作物、その他の障害物の処分等物的公用負担に関する業務

に従事させることができる（河川法第２２条）。 

 

 ３ 公用負担権限証明書 

   公用負担の権限を行使する者は、水防管理者、河川管理者又は消防機関の長

にあっては、その身分を示す証明書を、水防管理者から権限の委任を受けた者

（法第２８条第２項）にあっては、次の証明書を携行し、必要のある場合には

これを提示しなければならない。 

公 用 負 担 権 限 証 明 書 

 

○○消防団○○長 

○○ ○○ 

 

   上記の者に      区域における水防法第２８条第１項 

の権限行使を委任したことを証明します。 

 

年  月  日 

美馬市長 

 ○○ ○○（公印） 

   

４ 公用負担証 

   公用負担の権限を行使したときは、以下の公用負担証を２通作成して、その

１通を目的物所有者、管理者又はこれに準ずる者に手渡さなければならない。 

公  用  負  担  証 

 

目的物  種 類 

負担内容 使用、収用、処分等 

 

年  月  日 

 

美馬市長 ○○ ○○（印） 

事務取扱者 職氏名（印） 

 

○○ ○○ 殿 
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第３節 損失補償 

 １ 公用負担による損失 

   水防管理団体は、公用負担権限を行使したことにより損失を生じた場合は、

損失を受けた者に時価によりその損失を補償しなければならない（法第２８条

第３項、河川法第２２条第３項～第５項）。 

  

 ２ 緊急通行による損失 

   緊急通行（第７章第２節第４項「緊急通行」）により損失が生じた場合は、水

防管理団体は、損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければ

ならない（法第１９条第２項）。 

 

第４節 災害補償 

 １ 消防団員等の公務死亡等 

   消防団長又は消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、

又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となった

ときは、当該水防管理団体は、その者又はその者の遺族がこれらの原因によっ

て受ける損害を補償しなければならない（法第６条の２第１項）。 

 

２ 水防活動に従事した居住者等 

  法第２４条（居住者等の水防義務）の規定により、水防に従事した居住者又

は水防現場にある者が、水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは

病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、

若しくは障害の状態となったときは、当該水防管理団体は、その者又はその者

の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない（法第４

５条）。 
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第１０章 水防報告等 

 

第１節 水防報告 

 １ 水防活動実績表 

   水防管理者は、水防を「解除」したときは、遅滞なく水防活動実績を次の様

式により３部作成し、県（西部総合県民局長）に提出しなければならない。 

 

水防活動実績表 

管理団体 

及び府県名 

指定 

非指定別 

水防活動延人数 水防活動費 使用（消費）資器材 

合計 

(Ａ＋Ｂ) 

水防活動

を行った

主な河川

等名 

水防活動

を行った

期間 

備考 

消防団 その他 計 
出動

手当 
その他 

小計 

(Ａ) 

主要

資材 

その他

資器材 

小計 

(Ｂ) 

 人 人 人 人 円 円 円 円 円 円 円 
  

 

  

注）❶ 水防活動費、その他については、内容を備考に記入すること。 

  ❷ 使用(消費)資器材費については、「水防活動使用(消費)資器材内訳」による

区分により転記すること。 

  ❸ 水防活動を行った期間については、「○月○日から○月○日まで」と記入す

ること。 

２ 水防活動による使用（消費）資材費内訳 

管理団体 

及び府県名 

主要資材内訳 その他の資器材 
合計 

 

A＋B 

備 考 空 俵 な わ ○○ 
小計 

(A) 

発煙筒 カーバイト ○○ 
小計 

(B) 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

     以下注❶

に該当す

る資材が

あれば記

入のこと 

     以下注❷

に該当す

る資材が

あれば記

入のこと 

   

 

注）❶ 主要資材の内訳欄には、次に掲げる資材のうち該当するものを記入するこ

と。 

    空袋、かます、布袋類、たたみ、むしろ、なわ、竹、生木、丸太、杭、釘、

板類、鉄線、かすがい、蛇籠及び置石 

  ❷ その他資器材の欄には、上記❶以外のものを記入すること。 

  ❸ 主要資器材並びにその他資器材のうち、再用または転用できるもの又は災

害復旧事業費の対象となるものは、それぞれに応じ価格を減じて記入するこ

と。 
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第２節 水防記録 

 水防管理者は、水防作業員が出動したときは、前節の「水防活動実績表」等を作

成するとともに、次の事項について「水防記録」を作成し、保管するものとする。  

№ 記    録    す    る    事    項 

① 天候の状況及び警戒中の水位観測表 

② 水防活動を実施した河川名及びその箇所 

③ 警戒出動及び解散命令の時刻 

④ 消防団員及び消防機関に属する者の出動時刻並びに人員 

⑤ 水防作業の状況 

⑥ 堤防その他の施設の異常の有無及びこれに対する処置とその効果 

⑦ 使用資材の種類及び数量並びに消耗量及び員数 

⑧ 法第２８条に基づく公用負担下命の資器材等の種類、数量及び使用場所 

⑨ 法第２３条に基づく応援の状況 

⑩ 法第２４条に基づく居住者等の出動の状況 

⑪ 法第２２条に基づく警察機関の援助の状況 

⑫ 現場指導の官公署氏名 

⑬ 法第２９条に基づく立退きの状況及びそれを指示した理由 

⑭ 水防関係者の死傷 

⑮ 殊勲者及びその功績 

⑯ 殊勲消防団とその功績 

⑰ 今後の水防について考慮を要する点、その他水防管理団体の所見 
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第１１章 水防訓練 

 

第１節 水防訓練の実施 

 市（指定水防管理団体）は、最も効果のある時期を選び、水防訓練を行うものと

する（法第３２条の２）。 

 

第２節 水防訓練実施要領 

 実施すべき水防訓練の種別と訓練のねらいは、以下のとおり。 

訓 練 種 別 訓  練  の  ね  ら  い 

動 員 配 備 訓 練 

消防団員の緊急呼集を実施し、呼集連絡網の確認

を行うとともに、呼集完了までの時間的尺度を確認

する。 

水 防 工 法 訓 練 

 土嚢作成や土嚢積み、またロープ結索法等各種の

水防工法を訓練し、洪水時の堤防崩落防止等の識能

を向上させる。 

避 難 訓 練 

 浸水予定地域の住民に、ワークショップにより居

住地域のハザード状況（浸水予定地域、安全な避難

方向等）を確認させるとともに、浸水害に対応して

いる避難所への避難訓練（避難所・避難経路の確認、

避難に要する時間の把握）を実施し、防災意識を高

揚する。 

災害対策本部運営訓練 

 浸水害を想定して災害対策本部を設置し、情報収

集・処理、方針・応急対策措置等の案出や関係機関

との連絡調整等一連の指揮機関訓練を実施し、市の

災害即応能力の向上を図る。 

排水ポンプ車運用訓練 

 令和２年度に購入した排水ポンプ車の出動及び操

法訓練を実施し、排水ポンプ車の運用能力を向上さ

せる。 

樋 門 現 況 把 握 

 樋門現況、特に排水ポンプ車の駐車場所及び排水

ポンプの投入箇所及び具体的投入要領を現地で確認

しあらかじめ決定しておくことにより、排水ポンプ

車の確実な運用のための基盤を構築する。 

樋 門 操 作 訓 練 

 市内の各樋門操作責任者及び市職員により樋門の

操作訓練を実施し、樋門操作能力を向上させるとと

もに、樋門の機能点検を実施する。 

 年間を通じて樋門操作責任者が実施している樋門

点検操作（月１回・出水期は月２回）は、毎回、訓練

として実践的に実施する必要がある。 
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ド ロ ー ン 操 縦 訓 練 

 水防危険箇所等をドローンで上空から情報収集

し、ドローンによる情報収集能力の向上を図る。 

 また、平素において重要水防箇所を上空から巡視

し、河岸欠損の有無や堤体法崩れの有無等を確認し、

合わせてドローン操縦技術の向上を図る。 

医 療 救 護 訓 練 

 浸水害による人的被害が発生したことを想定し、

医療救護や被災者搬送及び応急手当、トリアージ等

を実施して、市及び医療機関の医療救護能力の向上

を図る。 

リ エ ゾ ン 派 遣 訓 練 
 徳島河川国道事務所（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）とリ

エゾン派遣要領を相互に確認し、認識の共有を図る。 

相 互 赴 援 訓 練 

 災害時相互応援協定を締結している市町村と、相

互赴援し、赴援要領（赴援のための集合点・進出経

路、援助内容等）を平素において相互に認識の共有

を図る。 

情 報 伝 達 訓 練 
吉野川の洪水予報や池田ダム等の洪水対応時の連

絡系統を確認する。 

 

第３節 水防訓練実施上の留意事項 

 １ 実際的・実践的訓練の実施 

水防訓練を行うにあたっては、第２節に記載する訓練種別を複数組み合わせ、

また訓練想定を実際的な内容にするなどし、効果的でかつ実際的・実践的な訓

練となるよう留意する。 

 

 ２ 訓練参加者の創意 

   水防訓練を企画する際には、市単独での訓練に加え、国及び県との合同での

訓練や、関係部外機関並びに樋門操作責任者や市民の参加も考慮した訓練を実

施するよう留意する。 

 

 ３ 成果・教訓の蓄積と反映 

   訓練の実施によって得られた成果・教訓を整理し、次の訓練に確実に反映し

て、水防訓練内容の充実を図るよう留意する。 
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美馬市区域内の重要水防区域一覧表 

付図

番号 
河川名 

左

岸 
・
右

岸 

区

分 

担当水

防管理

団体の

名  称 

重  要  水  防  区  域 

（ ）は重複距離 
対 策 

場  所 
延長 
（m） 

A 
（m） 

B 
（m） 

要 
（m） 

種 別 水防対策工法 

1 

吉野川 

左 

国 

美馬市 

拝  原 267  267  堤体漏水 
五徳縫い工 
土のう羽口止 

2 

 
拝  原 
 
猪  尻 

 

2,824  
2,824 
(720) 

 
 
 

堤体漏水 
越水 

五徳縫い工 
土のう羽口止 
積み土のう工 

3 猪  尻 

1,785 
 
 

1 箇所 
 

脇町 
潜水橋 

1,785 
(1,785) 

 
(1,312) 

 
 
 

堤体漏水 
基盤漏水 

 
工作物(橋梁） 

越水 

月の輪工 
五徳縫い工 
土のう羽口止 

 
積土のう工 

4 木 ノ 内 1,325 1,325   溢水 － 

5 東  原 
252 

 
1 箇所 

252 
 
 

 
 

美馬橋 
 

溢水 
 

工作物(橋梁) 

－ 
 
－ 

6 
沼  田 
宗 ノ 分 

1,631 
 
 

1,159 
 
 

 
472 

 

 
 

(252) 

溢水 
越水 
新堤防 

－ 
－ 
－ 

7 西村中鳥 
935 
 

１箇所 
 

850 
 

青石橋 

 
85 

 

流下能力不足 
旧川跡 

工作物(橋梁) 

積み土嚢工 
現状監視 

－ 

8 

右 

穴  吹 
字九反地 

405  
405 

 
(405) 

 
堤体漏水 

 
基盤漏水 

月の輪工 
五徳縫い工 
土のう羽口止 

9 

舞 中 島 

717 
１箇所 

 
717 

穴吹自歩道橋 
 
 

越水 
工作物(橋梁) 

積み土嚢工 
－ 

10 141   141 旧川跡 現状監視 

11 小  島 
1,527 
１箇所 

 
1,527 
小島橋 

 
基盤漏水 

工作物(橋梁) 
月の輪工 

－ 

16 井口谷川 

県 

別 所 浜 150  150 
 
 

洗 掘 木流し工 

17 大谷川 西 大 谷 100 100   洗 掘 
木流し工 
積土のう工 

18 東俣川 古 屋 敷 100 100   水 衝 木流し工 

19 曽江谷川 左 宮  井 100 100   洗 掘 
木流し工 
積土のう工 

20 吉田谷川 

左
右 

小 長 谷 500  
500 

(500) 
 

堤防高 
洗 掘 

積土のう工木
木流し工 

21 嫁坂谷川 沼  田 
543 

 
543 

(543) 
  

堤防高 
洗 掘 

積土のう工木
木流し工 

22 高瀬谷川 西  村 1,400  
1,400 

(1,400) 
 堤防高 積土のう工 

23 

一の谷川 

左 

小  島 

150  150 
 
 

堤防断面 月の輪工 

24 右 150  150  堤防断面 月の輪工 
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付表－１ 

 

付図

番号 

関  係  区  域 危 険 な 場 合 の 措 置 

備考 

地 区 名 
戸数

（戸） 

住民数 

（人） 

担当水防団･人数（人） 

（ ）は重複人数 

避 難 場 所 

（指定避難所） 

収容能力 

（人） 

1 拝原東 345 736 
脇町方面隊第１分団 

４３ 

江原南小学校 

江原中学校 

306 

155 
 

2 

拝中･拝西･山路 

猪尻(天王下･池

端南部･西ノ丁) 

842 1,804 
脇町方面隊第１分団（４３） 

脇町方面隊第 5 分団 ２４ 

江原南小学校 

江原中学校 

脇町小学校 

306 

155 

176 

 

3 

脇町(落久保･ 

突抜･本町･ 

島口西･島口東) 

244 524 
脇町方面隊第 5 分団 

（２４） 

脇町小学校 

脇町中学校 

176 

228 
 

4 木ノ内 183 417 
脇町方面隊第１０分団 

３９ 

岩倉中学校 

小星ベース 

134 

69 
 

5 東 原 163 387 
第４分団 

１５ 

美馬中学校等 445 
 

 

6 
沼 田 

宗ノ分 
246 555 重清東地域活動センター 222  

7 
西 村 

中 鳥 
113 248 

第５分団 

２３ 
重清西地域活動センター 225  

8 九反地 57 132 
穴吹方面隊第２分団 

４７ 

穴吹小学校 

穴吹中学校 

91 

139 
 

9 東舞東 63 162 

穴吹方面隊第１分団 

３５ 

三島小学校 

三島中学校 

126 

85 

 

10 大原･大原南 132 296  

11 
東分･石神 

中村･西分 
222 440 

三島小学校 

三島中学校 

126 

85 
 

16 別所浜西 82 179 
脇町方面隊第９分団 

２７ 

岩倉小学校 

岩倉中学校 

117 

134 
 

17 西大谷口･奥 40 71 
脇町方面隊第７分団 

３０ 
大谷せせらぎの里 72  

18 古屋敷 27 77 
脇町方面隊第４分団 

２７ 
東俣ふれあいの里 67  

19 宮 井 33 73 
脇町方面隊第３分団 

４９ 
江原北小学校 81  

20 
東宗重南 

東宗重中島 
79 129 

第１分団 

２０ 

郡里地域活動センター 

寺町防災交流センター 

140 

48 
 

21 
西荒川 

沼 田 
182 470 

第４分団 

（１５） 
重清東地域活動センター 222  

22 
西 村 

宮 北 
155 336 

第５分団 

（２３） 
重清西地域活動センター 225  

23 

東 分 48 120 
穴吹方面隊第１分団 

（３５） 
三島小学校 

三島中学校 

126 

85 
 

24 
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付図

番号 
河川名 

左
岸 

・ 
右
岸 

区

分 

担当水

防管理

団体の

名  称 

重  要  水  防  区  域 

（ ）は重複距離 
対 策 

場  所 
延長 
（m） 

A 
（m） 

B 
（m） 

要 
（m） 

種 別 水防対策工法 

25 

三 谷 川 

左 

県 

美馬市 

三  谷 

300  300  
洪水痕跡 
工作物 

積土のう工 

26 右 300  300  
洪水痕跡 
工作物 

積土のう工 

27 

穴 吹 川 

左 

土  場 500  500  堤防高 積土のう工 

28 初  草 
300 

 
 300  

水 衝 
洗 掘 

積土のう工 

29 宮  内 
500 

 
 500  

水 衝 
洗 掘 

築き廻し工 

30 右 知  野 
200 

 
 200  洪水痕跡 積土のう工 

31 

内田谷川 

左 

古  宮 

1,000 
 

100 900  
水 衝 
洗 掘 

木流し工 

32 右 1,000 100 900  
水 衝 
洗 掘 

木流し工 

33 

穴 吹 川 

左
右 

川  上 1,000 1,000   
水 衝 
洗 掘 

木流し工 

34 谷  口 800 
800 

(800) 
  

堤防高 
洗 掘 

積土のう工 
捨土のう工 

35 樫 原 谷 
400 

 
 400  洗 掘 捨土のう工 

45 日野谷川 

準 

山  路 100 40 60  洗 掘 木流し工 

46 

梶山谷川 

左 

口  山 

1,000 200 800  漏 水 木流し工 

47 右 1,000 200 800  漏 水 木流し工 

48 太合谷川 左 太  合 1,000 1,000   漏 水 木流し工 

49 内川地谷川 

左
右 

下  名 200 200   洗 掘 捨土のう工 

50 川井谷川 川  井 1,000 1,000   洗 掘 捨土のう工 

52 山彦谷川 

普 

曽  江 40  40  堤防断面 捨土のう工 

53 塩水谷川 藤  川 100 100   堤防断面 捨土のう工 

54 広棚谷川 左 谷  口 100 100   洗 掘 
木流し工 
積土のう工 
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付図

番号 

関  係  区  域 危 険 な 場 合 の 措 置 

備考 

地区名 
戸 数 

（戸） 

住民数 

（人） 

担当水防団及び人数（人） 

（ ）は重複人数 

避 難 場 所 

（指定避難所） 

収容能力 

（人） 

25 
谷 西 

谷 東 
58 133 

穴吹方面隊第１分団 

（３５） 

三島小学校 

三島中学校 

126 

85 
 

26 
三島小学校 

三島中学校 

126 

85 
 

27 
土 場 

井手端 
60 151 

穴吹方面隊第２分団 

（４７） 
穴吹小学校 

穴吹中学校 
91 

139 
 

28 初 草 40 77 
穴吹方面隊第３分団 

３４ 
初草ふれあい館 106  

29 調子野 31 86 
穴吹方面隊第４分団 

４９ 
宮内交流の里 106 

 

30 知 野 35 88  

31 
小 谷 

長 尾 
10 12 

穴吹方面隊第５分団 

３３ 
古宮生活改善センター 32 

 

32  

33 谷口カケ 6 10 木屋平方面隊第１分団 

３３ 

木屋平方面隊特設分団 

１９ 

谷口公民館 71 

 

34 
谷口中 

谷口東 
16 23  

35 樫原谷 5 7 
木屋平方面隊第２分団 ２１ 

木屋平方面隊特設分団（１９） 
三ツ木集会所 41  

45 山 路 131 288 
脇町方面隊第５分団 

（２４） 

脇町小学校 

脇町中学校 

176 

228 
 

46 

梶 山 17 37 
穴吹方面隊第４分団 

（４９） 
宮内交流の里 106 

 

47  

48 
寺内･滝の

宮･谷口中 
22 31 

木屋平方面隊第１分団（３３） 

木屋平方面隊特設分団（１９） 

谷口公民館 71  

49 
内川地 

堂久保 
9 22 木屋平複合施設等 102  

50 川井奥 16 27 
木屋平方面隊第２分団（２１） 

木屋平方面隊特設分団（１９） 
木屋平複合施設等 102  

52 貞 安 56 128 
脇町方面隊第２分団 

４２ 

江原南小学校 

江原中学校 

306 

155 
 

53 

藤 川 10 19 
脇町方面隊第３分団 

（４９） 
江原北小学校 81 

 

54  
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美馬市区域内の樋門・閘門一覧表 

河川名 樋門・閘門名 

所 在 地 門 扉 形 状 

郡・市 町・村 字 
寸 法 

縦×横(m) 
連数 

吉野川 

城の谷 樋門 

美馬市 

脇 町 

脇 町 3.18×3.10 2 

新町谷  〃 新 町 3.60×5.45 2 

ふくろ谷 〃 助 松 2.59×2.16 1 

清 谷  〃 〃 3.60×7.69 1 

大 楠  〃 岩 倉 2.00×2.15 １ 

別 所  〃 別 所 2.10×2.10 1 

脇町第３ 〃 猪 尻 2.05×2.02 1 

脇町第４ 〃 〃 1.15×1.00 1 

土井谷  〃 拝 原 6.00×2.80 2 

喜 来  〃 

美馬町 

大宮西 3.09×3.12 1 

郡 里  〃 寺ノ下 2.60×3.13 1 

黒谷川  〃 谷 口 2.50×4.95 2 

露の谷  〃 長 畑 3.60×4.25 1 

中鳥川  〃 

穴吹町 

中 鳥 3.00×5.00 3 

明連川  〃 明 連 4.10×5.72 4 

神田谷  〃 小 島 2.55×4.10 1 

佐古谷  〃 〃 1.56×1.62 1 

穴吹第一 〃 岩 手 2.07×1.64 1 
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付表－２ 

 

機    能 

管 理 者 代表連絡先 （TEL） 

何製扉 何 式 

鋼 製 電動ﾗｯｸ 

国土交通省 

（美馬市に管理委託） 

美馬市 

企画総務部 危機管理課 

0883-52-1677 

〃 電動ﾗｯｸ 

ステンレス 
ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 

鋼 製 電動ﾗｯｸ 

ステンレス 
ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 

〃 
ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 

〃 
ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 

〃 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 

鋼 製 電動ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 

ステンレス 
ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 

鋼 製 電動ﾗｯｸ 

〃 電動ﾗｯｸ 

〃 油圧ｼﾘﾝﾀﾞ式 

〃 油圧ｼﾘﾝﾀﾞ式 

〃 電動ﾗｯｸ 

〃 電動ﾗｯｸ 

ステンレス ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 

〃 
ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 
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河川名 樋門・閘門名 

所 在 地 門 扉 形 状 

郡・市 町・村 字 
寸 法 

縦×横(m) 
連数 

吉野川 

穴吹第二 樋門 

美馬市 穴吹町 

市ノ須賀 2.07×1.64 1 

堀の谷  〃 小 島 2.05×3.12 １ 

一の谷  〃 〃 3.06×2.87 2 

不定谷  〃 〃 3.06×3.10 1 

西 分  〃 〃 2.57×2.12 1 

穴吹第三 〃 穴 吹 2.07×2.40 1 

宮 原  〃 小 島 1.10×1.10 1 

由 佐  〃 〃 1.56×1.60 1 

穴 吹 閘 門 岩 手 3.00×3.20 １ 

穴吹川 

井口谷 樋門 井 口 1.50×1.25 １ 

風呂ノ谷 〃 松の本 2.10×2.00 1 

小屋谷  〃 井 口 2.50×2.80 1 

吉野川 

 

吉田谷  〃 

 

 

美馬郡 

 

 
つるぎ町 

 

 

小山北 

 

 

4.00×5.00 

 

 

2 
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機    能 

管 理 者 樋 門 操 作 責 任 者 （TEL） 

何製扉 何 式 

ステンレス 
ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式 

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 

国土交通省 

（美馬市に管理委託） 

美馬市 

企画総務部 危機管理課 

0883-52-1677 

鋼 製 電動ﾗｯｸ 

〃 電動ﾗｯｸ 

〃 電動ﾗｯｸ 

〃 電動ﾗｯｸ 

〃 電動ﾗｯｸ 

〃 手動ﾗｯｸ 

美馬市 

〃 手動ﾗｯｸ 

〃 電動ﾗｯｸ 
国土交通省 
（美馬市に管理委託） 

〃 手動ﾗｯｸﾟ 

徳島県 

(河川整備課) 

徳島県 

西部総合県民局 県土整備部（美馬） 

0883-53-2232 

〃 電動油圧式 

〃 電動連動ﾗｯｸ式 

〃 電動ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 
国土交通省 

（美馬市に管理委託） 

美馬市 

企画総務部 危機管理課 

0883-52-1677 
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付表－３ 

西部総合県民局（美馬）管内の排水機場一覧表 

【所在地等】 

河 川 名 排水機場名 
所在地 異常水位又は 

運転開始水位(ｍ) 郡 ・ 市 町 ・ 村 字 

城の谷川 城の谷 排水機場 美 馬 市 脇  町 大字脇町 AP＋38.500 

吉田谷川 小山北 排水機場 
美 馬 郡 つるぎ町 

字小山北 AP47.00 

貞 光 川 江ノ脇 排水機場 字江ノ脇 AP48.78 

 

【機能・能力】 

排水機場名 

機   能 
管 理 者 

（委託先） 
代 表 連 絡 先 

口径 
（㎜） 出力 台数 

城の谷 排水機場 ８００ ３１６㌗ ２.０㎥/秒 ２ 
国土交通省 
（美馬市） 

0883-52-1677 

小山北 排水機場 ７００ １１０㌗ １.０㎥/秒 ２ 

つるぎ町 0883-62-3111 

江ノ脇 排水機場 ３００ ２２㌗ １０.０㎥/分 ２ 

 

付表－４ 

美馬市区域内の排水ポンプ車保管場所一覧表 

【所在地等】 

管 理 者 保 管 場 所 
所在地 処理能力 

(㎥／min) 町 字 

国土交通省 
西村中鳥ポンプ車庫 美 馬 市 美 馬 町 中 鳥 60(30) 

舞中島ポンプ車庫 美 馬 市 穴 吹 町 舞中島 60(30) 

美 馬 市 美馬市総合防災倉庫 美 馬 市 脇 町 小 星 30(15) 

 

【機能・能力】 

形式 

機   能 全揚程 

(m) 

ホース長 

(m) 
管 理 事 務 所 

口径 
(㎜) ポンプ台数 

軽量水中モー

ターポンプ 
200 

5.0 ㎥/min×12 台 
（×２） 10(並列) 

20(直列) 
50 

徳島河川国道事務所 

5.0 ㎥/min× 6 台 市 危 機 管 理 課 
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付表－５ 

美馬市区域内の資器材購入先及び能力 

組合又は商店名 住 所 
ﾋﾞﾆｰﾙ・ 
ア サ 袋 
（ 袋 ） 

縄 
(束・巻) 

杭 
（本） 

釘 
（ kg） 

鉄 線 
（kg）  

そ の 他 

脇 町 製 材 (有 ) 

脇 町 

  100    

脇 川 商 事 (有 ) 1,000 20 必要量  750 杭 
4.5 ㎝×100 ㎝ 

西 野 商 店 (有 ) 200 150     

長 尾 製 材 (有 )   100    

黒 石 屋  300    500  

西條金物商会(有) 600    600  

藤田豊吉商店(有)     200  

三 宅 商 店 200 20     

ＪＡ美馬 美馬支所 

美馬町 

500 50     

逢 坂 金 物 店  2,000 50     

逢 坂 産 業   200  1,000  

藤 原 製 材   200    

原 惣 木 材 店  

穴吹町 

  必要量    

片 山 木 材 店    必要量    

大 山 木 材 店    必要量    

蔭 山 金 物 店  必要量   必要量 必要量  

中 酒 屋 金 物 店  必要量   必要量 必要量  

中 山 商 店    必要量 必要量  

中 野 商 店 

木屋平 

   15 300  

迎 商 店   10     

原 商 店     15 300  

ＪＡ美馬 木屋平支所 50 10     



《美馬市水防計画 付表》 

60 

 

 

備 蓄 資 器 材 一 覧 表 

 

設置場所 

水防倉庫 

（消防倉庫） 

 
 
 
 
 
 

河川名 

 

 
 

（単 位） 

器  具  ・  資  材 

照 
明 
器 
具 

鎌 斧 鋸 

ス  
コ  
ッ  
プ 

ツ  
ル  
ハ  
シ 

鍬 

ハ
グ
チ
ジ
ョ
レ
ン 

個 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 

脇町水防倉庫 
（ミライズ内含む） 

市 内 各 河 川 ２４    ５    

拝原中（旧東２） 
脇町方面隊第１分団 

吉 野 川 １ ２   ２ １   

拝原東（旧東３） 
脇町方面隊第１分団 

曽 江 谷 川 

５  １ １ ２   ４ 

拝原北（旧東４） 
脇町方面隊第２分団 

２    １ １  ２ 

拝北 
脇町方面隊第２分団 

２ ２ ２ ２ ３ １ １ ６ 

落合（旧東７） 
脇町方面隊第３分団 

２ １５  ２ ７ ４  ４ 

宮井（旧東８） 
脇町方面隊第３分団 

西 俣 谷 
８ ９ ２ ４ ７ ２  ３ 

清水（旧東９） 
脇町方面隊第３分団 

１   １ １   １ 

金川（旧東１０） 
脇町方面隊第４分団 

東 俣 谷 ３ ５ ４ ２ ３ １  ４ 

猪尻（旧中５） 
脇町方面隊第５分団 吉 野 川 

大 谷 川 

２   １ ３ １   

庄（旧中６） 
脇町方面隊第５分団 

２ ２ １ ２ ２ ３  ２ 

柴床（旧中１） 
脇町方面隊第６分団 

大 谷 川 

２ １   ２   １ 

佐城（旧中３） 
脇町方面隊第６分団 

４  ４  ３ ２  ３ 

大谷（旧中８） 
脇町方面隊第７分団 

３ １   ５    

新町（旧西１） 
脇町方面隊第８分団 

新 町 谷 川 ３ ３ １ １ ４ １  １ 

岩倉（旧西３） 
脇町方面隊第９分団 

清 谷 
井 口 谷 川 ２ ３ ２ １ ３   １ 

別所（旧西４） 
脇町方面隊第９分団 

吉 野 川 
井 口 谷 川 ２   ２    １ 

小星（旧西６） 
脇町方面隊第１０分団 

野 村 谷 川 
４ ２   １ １  １ 

野村東（旧西７） 
脇町方面隊第１０分団 

２ １   ３ １  ４ 

美馬町市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 
（庁舎内含む） 

市 内 各 河 川 １８ ４   ２０ ２  ７ 
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付表－６ 

 

器  具  ・  資  材 

カ
ケ
ヤ
・ 

ハ
ン
マ
ー
類 

土
の
う
袋 

む
し
ろ
・ 

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト 

縄
・
ロ
ー
プ 

竹 

丸
太 

く
い 

板
類 

鉄
線 

く
ぎ 

か
す
が
い 

蛇
籠 

土
砂 

袋
入
土
砂 

丁 枚 枚 
束 

(巻) 本 本 本 枚 ㎏ ㎏ 本 個 ㎥ 袋 

 3,355 ５０           777 

１ 20  １           

２ 450  １     ２０      

１              

５ 1,200 ５ ５     ２０      

１ 100             

１ 500 ２０ ２     ３０      

 30             

１   １     １０      

１        １０      

   １           

１  １            

２              

 300  １           

２ 25  １           

１ 400 ２０ １           

              

 50 １ １       ２    

 500  １    １ １      

６ 600 150 ４          230 
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設置場所 
水防倉庫 

（消防倉庫） 

 
 
 
 
 
 

河川名 

 

 
 

（単 位） 

器  具  ・  資  材 

照 
明 
器 
具 

鎌 斧 鋸 

ス  
コ  
ッ  
プ 

ツ  
ル  
ハ  
シ 

鍬 

ハ
グ
チ
ジ
ョ
レ
ン 

個 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 

銀杏木 
美馬西部消防団第１分団 

吉 野 川 
鍋 倉 谷 川 ４  １ 5 3   １ 

天神東 
美馬西部消防団第２分団 

吉 野 川 
野 村 谷 川 ５ 6  1 3    

清田 
美馬西部消防団第３分団 

野 村 谷 川 ４ 1 １ 1 2 1   

沼田 
美馬西部消防団第４分団 

吉 野 川 
鍋 倉 谷 川 
中 野 谷 川 

６ 1 １ 6 2 1   

宮前 
美馬西部消防団第５分団 

高 瀬 谷 川 
中 野 谷 川 ６ 3 ２ 4 ２ 1   

葛尾木 
美馬西部消防団第６分団 

鍋 倉 谷 川 ４ 6  4 3 1   

美馬市役所 市 内 各 河 川 １２  １ １ 63   １ 

三谷 
穴吹方面隊第１分団 

明連川･三谷川 
一谷川･吉野川 ２    ５ ２   

井手端 
穴吹方面隊第２分団 

穴 吹 川 

１ １ １  ９ ３  ３ 

西山 
穴吹方面隊第３分団 

１ １  １ ５ ２ ３  

宮内 
穴吹方面隊第４分団 

１ ２   ４ ２  ７ 

古宮 
穴吹方面隊第５分団 

１   １ ５ １   

三島会館 
明 連 川 
吉 野 川  ４ １ ２ ３ １ ４ ２ 

木屋平市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 市 内 各 河 川 ４１ １  １ ５ １ ３  

谷口 
木屋平方面隊第１分団 

弓 道 谷 川 
太 合 谷 川 
穴 吹 川 

１ １   ４  ７  

川井 
木屋平方面隊第２分団 

麻 衣 谷 川 
穴 吹 川 １ １   ２  ２  

三ツ木 
木屋平方面隊第２分団 

今 丸 谷 川 
樫 原 谷 川 
穴 吹 川 

１ １   ３  １  

小    計 183 79 25 46 200 37 ２１ ５９ 
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器  具  ・  資  材 

カ
ケ
ヤ
・ 

ハ
ン
マ
ー
類 

土
の
う
袋 

む
し
ろ
・ 

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト 

縄
・
ロ
ー
プ 

竹 

丸
太 

く
い 

板
類 

鉄
線 

く
ぎ 

か
す
が
い 

蛇
籠 

土
砂 

袋
入
土
砂 

丁 枚 枚 
束 

(巻) 本 本 本 枚 ㎏ ㎏ 本 個 ㎥ 袋 

2   1           

1   1           

1   1           

1  

 
 
 

1           

1   1           

2              

1 1,967 ３７           415 

 730 ４ １         ２  

1 100 ３ １           

1 100             

1 400 １            

 300             

2   ２０     ２      

 400 ２０           100 

 100 
 
 
 

           

 20             

 70 
 
 
 

           

39 11,717 312 47 0 0 0 １ ９３ ０ ２ ０ ２ 1,522 
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県備蓄資器材一覧表（西部総合県民局備蓄分） 

県民局 
設置場所 

水防倉庫 

 

 

 

河川名 

 

 

（単 位） 

器  具  ・  資  材 

照 

明 

器 

具 

鎌 斧 鋸 

ス  

コ  

ッ  

プ 

ツ  

ル  

ハ  

シ 

鍬 

ハ
グ
チ
ジ
ョ
レ
ン 

個 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 

西 部 

県

土

整

備

部 

美馬庁舎

水防倉庫 

管内河川 

 ６  １ ２０ ３ １０ ４ 

三好庁舎

水防倉庫 
 １３ ４ １１ ２４ １３ ４ １２ 
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付表－７ 

 

器  具  ・  資  材 

カ
ケ
ヤ
・ 

ハ
ン
マ
ー
類 

土
の
う
袋 

む
し
ろ
・ 

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト 

縄
・
ロ
ー
プ 

竹 

丸
太 

く
い 

板
類 

鉄
線 

く
ぎ 

か
す
が
い 

蛇
籠 

土
砂 

袋
入
土
砂 

丁 枚 枚 
束 

(巻) 
本 本 本 枚 ㎏ ㎏ 本 個 ㎥ 袋 

５ 2,000  ６   ４０  ２      

４ ５５０ ２ ２   １６  ２５    ２  
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 空 白 
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            資  料              
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資料－１ 

国土交通省管理河川の重要水防箇所評定基準（案） 

（国管理） 

 
平成６年１０月２８日 建設省河治発第７９号 建設省河川局治水課長通達 

最終改正：平成３１年２月２７日 国水環保第１９号 

種 別 

重   要   度 

要 注 意 区 間 

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

越水 

（溢水） 

 計画高水流量規模の洪水の
水位が、現況の堤防高を越え
る箇所 

 計画高水流量規模の洪水の
水位と現況の堤防高との差
が、堤防の計画余裕高に満た
ない箇所 

 

堤体漏水 

 堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の履歴（被災状況

が確認できるもの）があり、

類似の変状が繰り返し生じて

いる箇所 

 

 

 

堤体の土質、法勾配等から

みて堤防の機能に支障が生じ

る堤体の変状の生じるおそれ

があり、かつ堤防の機能に支

障が生じる堤体の変状の履歴

（被災状況が確認できるも

の）がある箇所 

水防団等と意見交換を行
い、堤体漏水が生じる可能性
が特に高いと考えられる箇所 

堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の履歴（被災状況

が確認できるもの）があり、

安全が確認されていない箇

所、又は堤防の機能に支障は

生じていないが、進行性があ

る堤体の変状が集中している

箇所 

堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の履歴（被災状況

が確認できるもの）はないが、

堤体の土質、法勾配等からみ

て堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の生じるおそれが

あると考えられる箇所 

水防団等と意見交換を行
い、堤体漏水が生じる可能性
が高いと考えられる箇所 

 

基礎地盤漏水 

堤防の機能に支障が生じる

基礎地盤漏水に関係する変状

の履歴（被災状況が確認でき

るもの）があり、類似の変状

が繰り返し生じている箇所 

 

 

 

 

基礎地盤の土質等からみて

堤防の機能に支障が生じる変

状の生じるおそれがあり、か

つ堤防の機能に支障が生じる

基礎地盤漏水に関係する変状

の履歴（被災状況が確認でき

るもの）がある箇所 

 

水防団等と意見交換を行
い、基礎地盤漏水が生じる可
能性が特に高いと考えられる
箇所 

堤防の機能に支障が生じる

基礎地盤漏水に関係する変状

の履歴（被災状況が確認でき

るもの）があり、安全が確認

されていない箇所、又は堤防

の機能に支障は生じていない

が、進行性がある基盤漏水に

関係する変状が集中している

箇所 

堤防の機能に支障が生じる

基礎地盤漏水に関係する変状

の履歴（被災状況が確認でき

るもの）はないが、基礎地盤

漏水の土質等からみて堤防の

機能に支障が生じる変状の生

じるおそれがあると考えられ

る箇所 

水防団等と意見交換を行
い、基礎地盤漏水が生じる可
能性が高いと考えられる箇所 
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水衝・洗掘 

 水衝部にある堤防の前面の

河床が深掘れしているが、そ

の対策が未施工の箇所 

 

 橋台取付部やその他の工作

物の突出箇所で、堤防護岸の

根固め等が洗われ一部破損し

ているが、その対策が未施工

の箇所 

水衝部にある堤防の前面の

河床が深掘れにならない程度

に洗掘されているが、その対

策が未施工の箇所 

 

工作物 

 河川管理施設等応急対策基

準に基づく改善措置が必要な

堰、橋梁、樋管その他の工作

物が設置されている箇所 

 橋梁その他の河川横断工作

物の桁下高等が、計画高水流

量規模の洪水の水位以下とな

る箇所 

 

 

 

 

橋梁その他の河川横断工作

物の桁下高等と計画高水流量

規模の洪水の水位との差が、

堤防の計画余裕高に満たない

箇所 

 

工事施工 

   出水期間中に堤防を

開削する工事箇所又は

仮締切り等により本堤

に影響を及ぼす箇所 

新堤防・破堤

跡・旧川跡 

   新堤防で築造後３年

以内の箇所 

破堤跡又は旧川跡の

箇所 

陸 閘 
  陸閘が設置されてい

る箇所 

 

 

平成２１年１２月４日付四国地方整備局河川管理課長事務連絡 

種 別 

重   要   度 

要 注 意 区 間 
Ａ 水防上最
も重要な区間 

Ｂ 水防上重
要な区間 

流下能力不足 

  堤防高は基準を満足しているが河道断面が不足

し、計画高水流規模の洪水が流下したときに、想定

される水位が現況の堤防高までの余裕高が該当地点

における堤防の計画上の余裕高に満たない箇所 

開口部 

  道路等が交差するために堤防の高さを下げた箇所

で計画高水流規模の洪水が流下したときに、想定さ

れる水位が現況の堤防高を超える、若しくは現況の

堤防高までの余裕高が該当地点における堤防の計画

上の余裕高に満たない箇所 



《美馬市水防計画 資料》 

70 

 

資料－２ 

徳 島 県 管 理 河 川 の 重 要 水 防 区 域 評 価 基 準（案） 

（宮川内谷川、園瀬川、鮎喰川、川田川、貞光川、桑野川、勝浦川、日和佐川、海部川、福井川、宍喰川以外の河川） 

 

平成１8年 11月 2日 河第 398 号 河川課長通知 

最終改正：令和 3年 4月 1日 河第 41号 

種 別 
重   要   度 

要 注 意 区 間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

堤防高 

 現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ以上の区間の
内、計画高水位が設定されて
いる箇所にあっては、計画高
水位が現況の堤防高を越える
箇所 
 
 現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ以上の区間の
内、計画高水位が設定されて
いない箇所にあっては、既往
最高水位が現況の堤防高を越
えた履歴がある箇所 

 現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ以上の区間の
内、計画高水位が設定されて
いる箇所にあっては、計画高
水位が現況の堤防高を越えな
いが、その差が堤防の計画余
裕高に満たない箇所 
 現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ以上の区間の
内、計画高水位が設定されて
いない箇所にあっては、既往
最高水位が現況の堤防高を越
えた履歴はないが、その差が
０．６ｍ未満の箇所 

 

堤防断面 

 現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ以上の区間の
内、計画の堤防断面が設定さ
れている箇所にあっては、現
況の堤防断面或いは天端幅
が、計画の堤防断面あるいは
計画の天端幅の２分の１未満
の箇所 

現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ以上の区間の
内、計画の堤防断面が設定さ
れている箇所にあっては、現
況の堤防断面或いは天端幅
が、計画の堤防断面或いは計
画の天端幅に対して不足して
いるが、それぞれ２分の１以
上確保されている箇所 

 

洪水痕跡 

 現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ未満（無堤区
間を含む。）の区間の内、既往
最高水位が現況の堤防高（無
堤区間にあっては河岸の高
さ）を越え、これにより後背
地の人家等に床上浸水が発生
した履歴がある箇所 

現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ未満（無堤区
間を含む。）の区間の内、既往
最高水位が現況の堤防高（無
堤区間にあっては河岸の高
さ）を越え、これにより背後
地の人家等に床下浸水が発生
した履歴がある箇所 

 

法崩れ 
・ 

すべり 

 法崩れ又はすべりの履歴が
あるが、その対策が未施工の
箇所 

法崩れ又はすべりの履歴が
あるが、その対策が暫定施工
の箇所 
法崩れ又はすべりの履歴は

ないが、堤体あるいは基礎地
盤の土質、法勾配等からみて
法崩れ又はすべりが発生する
おそれのある箇所で、所要の
対策が未施工の箇所 

 

漏 水 

 漏水の履歴があるが、その
対策が未施工の箇所 

 漏水の履歴があり、その対
策が暫定施工の箇所 
漏水の履歴はないが、破堤

跡又は旧川跡の堤防であるこ
とあるいは基礎地盤及び堤体
の土質等からみて漏水が発生
するおそれのある箇所で、所
要の対策が未施工の箇所 

 



《美馬市水防計画 資料》 

71 

 

水衝・洗掘 

 水衝部にある堤防の前面の
河床が深掘れしているが、そ
の対策が未施工の箇所 
 
 橋台取り付け部やその他の
工作物の突出箇所で、堤防護
岸の根固め等が洗われ一部破
損しているが、その対策が未
施工の箇所 
 波浪による河岸の決壊等の
危険に瀕した実績があるが、
その対策が未施工の箇所 

水衝部にある堤防の前面の
河床が深掘れにならない程度
に洗掘されているが、その対
策が未施工の箇所 

 

工作物 

 河川管理施設等応急対策基
準に基づく改善措置が必要な
堰、橋梁、樋管その他の工作
物が設置されている箇所 
 現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ以上の区間の
内、計画高水位が設定されて
いる箇所にあっては、橋梁そ
の他の河川横断工作物の桁下
高等が、計画高水位以下とな
る箇所 
 
 現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ以上の区間の
内、計画高水位が設定されて
いない箇所にあっては、既往
最高水位が橋梁その他の河川
横断工作物の桁下高等に達し
た履歴のある箇所 
 
 現況の堤防高と堤内地盤高
の差が０．６ｍ未満の区間の
内、その設置に起因する堰上
げ等により河川管理施設等に
損傷を及ぼし又は背後地の人
家等に床上浸水が発生した履
歴がある橋梁その他の河川横
断工作物の設置されている箇
所 

 
 
 
 
現況の堤防高と堤内地盤高

の差が０．６ｍ以上の区間の
内、計画高水位が設定されて
いる箇所にあっては、橋梁そ
の他の河川横断工作物の桁下
高等が、計画高水位を上回る
が、その差が堤防の計画余裕
高に満たない箇所 
現況の堤防高と堤内地盤高

の差が０．６ｍ以上の区間の
内、計画高水位が設定されて
いない箇所にあっては、既往
最高水位が橋梁その他の河川
横断工作物の桁下高等に達し
た履歴はないが、その差が０．
６ｍ未満の箇所 
現況の堤防高と堤内地盤高

の差が０．６ｍ未満の区間の
内、その設置に起因する堰上
げ等により背後地の人家等に
床下浸水が発生した履歴があ
る橋梁その他の河川横断工作
物の設置されている箇所 

 

工事施工 

   出水期間中に堤防を
開削する工事箇所又は
仮締切り等により本堤
に影響を及ぼす箇所 

新堤防・破堤
跡・旧川跡 

   新堤防で築造後３年
以内の箇所 
 破堤跡又は旧川跡の
箇所 

陸 閘 
  陸閘が設置されてい

る箇所 
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樋 門 等 操 作 記 録 簿 

 

         

（表紙） 

 

       

（記録紙「操作記録簿」） 
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資料－３ 

 

           

（記録紙「水位記録簿」） 
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水 防 工 法 の 概 要 

【被害の形態と対策】 

出典：水防技術研修テキスト（国土交通省 中部地方整備局） 

被 害 区 分 堤 体 被 害 の 形 態 と 対 策 

 

深掘れ（洗掘） 
激しい川の流れにより、堤防の川側

が削り取られた状態 

対 策 

 特に築堤部で深掘れが進むと、堤防

が決壊し甚大な被害が発生するおそれ

があるため、深掘れが進行しないよう

堤防斜面を保護する対策を実施 

 

漏 水 

 河川水位が上昇し居住地側との水位

差が大きくなり、堤防又は基礎部を通

った浸透水が地表に漏れ出す状態 

対 策 

 堤防内の土砂が流出し決壊に至るお

それがあるため、川側と居住地側の水

位差を小さくする対策を実施 

 

越 水 
 河川水位が上昇し、堤防の上面を越

えて水が溢れ出す状態 

対 策 

 溢れ出した水が堤防上面や居住地側

の斜面を削り決壊に至るおそれがある

ため、水が溢れないよう止水する対策

を実施 

 

亀 裂 

 河川の水圧や堤防内の浸透水等の影

響で堤防が変形し、ひび割れが発生し

た状態 

対 策 

 亀裂が進行し決壊するおそれがある

ため、亀裂が広がらないよう被災箇所

を縫い合わせる対策が必要 

 

斜 面 崩 壊 
 激しい川の流れや降雨の影響で堤防

の一部が崩れた状態  

対 策 

 水位があまり高くない状態でも降雨

等により斜面の崩れが起こるおそれあ

り。居住地側の崩れは失われた部分を

直接充填する、川側では反対の居住地

側を補充する対策が必要 
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資料－４ 

 

【被害区分と適用水防工法】    

   （出典：同前） 

被 害 区 分 適 用 し 得 る 水 防 工 法 

深掘れ（洗掘） 

 

漏 水 

 

越 水 

 

亀 裂 

 

斜 面 崩 壊 
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【水防工法選定フロー】 

（出典：同前） 

 

 

 

 

 

 



《美馬市水防計画 資料》 

77 

 

【水防活動時の注意事項】 

       （出典：同前） 

区  分 水 防 活 動 時 の 注 意 事 項 

夜間の安全対策 

 

水際部・氾濫域 

で の 安 全 対 策 

 

活 動 環 境 

 
 

           【水防団員（消防団員）の常備品】     （出典：同前） 
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資料－５ 

非常電報及び緊急電報の活用想定場面 

 

《NTT西日本「電報サービス契約約款」から抽出》 

電 報 区 分 機  関  等 電  報  の  内  容 

非 常 電 報 

・ 水防機関相互間 

・ 消防機関相互間 

・ 水防機関と消防機関間 

① 「洪水等が発生したこと」若しくは「洪

水が発生するおそれがあること」の通報 

② 「洪水等が発生したこと」若しくは「洪

水が発生するおそれがあること」の警報 

③ 洪水の予防のため緊急を要する事項 

・ 災害救助機関相互間 

・ 消防機関相互間 

・ 災害救助機関と消防機 

関間 

① 災害の予防のため緊急を要する事項 

② 災害の救援のため緊急を要する事項 

・ 通信の確保に直接関係 

がある機関相互間 

○ 通信施設の災害の予防又は復旧その他 

「通信の確保」に関し緊急を要する事項 

・ 電力の供給の確保に直 

接関係がある機関相互間 

○ 電力施設の災害の予防又は復旧その他

「電力の確保」に関し緊急を要する事項 

・ 天災、事変その他非常

事態が発生し又は発生す

るおそれがあることを知

った者と前各機関との間 

① 災害の予防のため緊急を要する事項 

② 災害の救援のため緊急を要する事項 

緊 急 電 報 

・ 非常電報の取扱機関相

互間 

○ 火災、集団的疫病、重大交通機関事故そ

の他「人命の安全に係る事態」が発生

し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、その予防・救援・復旧等に関し緊

急を要する事項 

・ 水道の供給の確保に直

接関係がある機関相互間 

・ ガスの供給の確保に直

接関係がある機関相互間 

・ 国又は地方公共団体の

機関相互間 

○ 水道、ガス等の市民の日常生活に必要不

可欠な役務の提供その他生活基盤を維持

するため緊急を要する事項 
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資料－６ 

水 防 法 

最終改正：令和５年５月３１日法律第３７号 

 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 水防組織（第３条～第８条） 

第３章 水防活動（第９条～第３２条の３） 

第４章 指定水防管理団体（第３３条～第３５条） 

第５章 水防協力団体（第３６条～第４０条） 

第６章 費用の負担及び補助（第４１条～第４４条） 

第７章 雑則（第４５条～第５１条） 

第８章 罰則（第５２条～第５５条） 

附則 

 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、

及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合におい

て下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設

から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水を

いう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市

町村（特別区を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合

（以下「水防事務組合」という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事

務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第

９条に規定する消防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長

を、消防本部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送

及びダム又は水門若しくは閘こう門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協

力団体（第３６条第１項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章まで

において同じ。）の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び



《美馬市水防計画 資料》 

80 

 

応援、水防のための活動に必要な河川管理者（河川法（昭和３９年法律第１６７号）第

７条（同法第１００条第１項において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者をい

う。第７条第３項において同じ。）及び同法第９条第２項又は第５項の規定により都道府

県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市

の長が河川法第９条第２項に規定する指定区間内の一級河川（同法第４条第１項に規定

する一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又

は当該指定都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条

第１項に規定する公共下水道管理者、同法第２５条の２３第１項に規定する流域下水道

管理者及び同法第２７条第１項に規定する都市下水路管理者をいう。第７条第４項にお

いて同じ。）の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画

をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をい

う。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生する

おそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

第２章 水防組織 

 

（市町村の水防責任） 

第３条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水

防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 

 

（水防事務組合の設立） 

第３条の２ 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難

又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波

又は高潮による被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組

合を設けなければならない。 

 

（水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措

置） 

第３条の３ 水害予防組合法（明治４１年法律第５０号）第１５条第１項の規定により

都道府県知事が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区

域の全部又は一部について、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き

水防事務組合が設けられるときは、都道府県知事は、同条第３項の規定にかかわらず、

当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又は供せら

れる予定となつている財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完

了したときは、当該水害予防組合を廃止することができる。 

２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の



《美馬市水防計画 資料》 

81 

 

用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全

部を水防を行う区域とする一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事

務組合に、当該水害予防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合又

は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合において

は、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組

合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡され

る財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合においては、当該水害予防組

合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡

及び負債の引継を完了するまで、なお存続するものとみなす。 

 

（水防事務組合の議会の議員の選挙） 

第３条の４ 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町

村の議会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経

験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただ

し、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められるときは、

組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防

に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が推

薦した者のうちから選挙することができる。この場合において、市町村の長が推薦した

者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙される議員の数の

二分の一をこえてはならない。 

２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合

の行う事業による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものと

する。 

 

（水防事務組合の経費の分賦） 

第３条の５ 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第２項に規定する

割合を勘案して定めるものとする。 

 

（都道府県の水防責任） 

第３条の６ 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われる

ように確保すべき責任を有する。 

 

（指定水防管理団体） 

第４条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定す

ることができる。 

 

（水防の機関） 

第５条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 
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２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、そ

の区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合にお

いては、水防団を置かなければならない。 

３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

 

（水防団） 

第６条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び

服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつ

ては組合会の議決で定める。 

 

（公務災害補償） 

第６条の２ 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかか

り、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたとき

は、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市

町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定め

るところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償し

なければならない。 

２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその

者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 

 

（退職報償金） 

第６条の３ 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水

防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例

で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者（死亡による

退職の場合には、その者の遺族）に退職報償金を支給することができる。 

 

（都道府県の水防計画） 

第７条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の

水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認める

ときは、これを変更しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活

動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第９条第２項又は

第５項の規定により都道府県知事又は地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市の

長が河川法第９条第２項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあ

つては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下同じ。）による河川に関する情報

の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動
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に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あら

かじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水

防のための活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準

用する。 

５ 都道府県知事は、第１項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更し

ようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第１項に規定する都道府県

水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和３６

年法律第２２３号）第１４条第１項に規定する都道府県防災会議とする。）に諮らなけれ

ばならない。 

６ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協

定して当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければな

らない。報告した水防計画の変更についても、同様とする。 

７ 都道府県知事は、第１項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又

は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。 

 

（都道府県水防協議会） 

第８条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道

府県に都道府県水防協議会を置くことができる。 

２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に

関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委

嘱する。 

５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県

条例で定める。 

 

第３章 水防活動 

 

（河川等の巡視） 

第９条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津

波防護施設（津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号）第２条第

１０項に規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上

危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設

等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。 

 

（国の機関が行う洪水予報等） 

第１０条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認
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められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、

必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の

協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河

川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川に

ついて、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量

を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその

水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道

機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府

県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同

じ。）に、その受けた通知に係る事項（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事

項に限る。）を通知しなければならない。 

 

（都道府県知事が行う洪水予報） 

第１１条 都道府県知事は、前条第２項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外

の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定

した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、

その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量

水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周

知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議

するものとする。 

 

（情報の提供の求め等） 

第１１条の２ 都道府県知事は、前条第１項の規定による通知及び周知を行うため必要

があると認めるときは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周知に係る河川の水位又は

流量に関する情報であつて、第１０条第２項の規定により国土交通大臣が指定した河川

について国土交通大臣が洪水のおそれを予測する過程で取得したものの提供を求めるこ

とができる。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、同項に規定する情報を当

該都道府県知事及び気象庁長官に提供するものとする。 

３ 前項の規定による情報の提供については、気象業務法（昭和２７年法律第１６５

号）第１７条及び第２３条の規定は、適用しない。 

 

（水位の通報及び公表） 

第１２条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは

高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第１０条第３項若しくは第１１条第１項の規

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報

水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、

関係者に通報しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前

項の通報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものと

して都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況

を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。 

 

（国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知） 

第１３条 国土交通大臣は、第１０条第２項の規定により指定した河川以外の河川のう

ち、河川法第９条第２項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大

な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位（警

戒水位を超える水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項

において同じ。）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水

位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力

を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、第１０条第２項又は第１１条第１項の規定により国土交通大臣又

は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第９条第２項に規定する指定区間内の

一級河川又は同法第５条第１項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるお

それがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水

位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の

水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機

関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府

県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通

知しなければならない。 

 

（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知） 

第１３条の２ 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第２

条第３号に規定する公共下水道、同条第４号に規定する流域下水道又は同条第５号に規

定する都市下水路をいう。以下この条及び第１４条の２において同じ。）の排水施設等

（排水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条におい

て同じ。）で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものに

ついて、雨水出水特別警戒水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位（公

共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。）

をいう。次項において同じ。）を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、そ

の旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理

者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを
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一般に周知させなければならない。 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相

当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水

位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水

位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水

標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知

させなければならない。 

 

（都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知） 

第１３条の３ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当

な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位（警

戒水位を超える水位であつて高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定

め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当

該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要

に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

 

（関係市町村長への通知） 

第１３条の４ 第１０条第２項若しくは第１３条第１項の規定により通知をした国土交

通大臣又は第１１条第１項、第１３条第２項、第１３条の２第１項若しくは前条の規定

により通知をした都道府県知事は、災害対策基本法第６０条第１項の規定による避難の

ための立退きの指示又は同条第３項の規定による緊急安全確保措置の指示の判断に資す

るため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。 

 

（洪水浸水想定区域） 

第１４条 国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を

確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通

省令で定めるところにより、想定最大規模降雨（想定し得る最大規模の降雨であつて国

土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。）により当該河川が氾濫した

場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第１０条第２項又は第１３条第１項の規定により指定した河川 

二 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第３条第１項の規定に

より指定した河川 

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第９条第２項に規定する指定区間外の一級河

川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準

に該当するもの 

２ 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保

し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令

で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定
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される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第１１条第１項又は第１３条第２項の規定により指定した河川 

二 特定都市河川浸水被害対策法第３条第４項から第６項までの規定により指定した

河川 

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第９条第２項に規定する指定区間内の一級河

川又は同法第５条第１項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒す

べきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の

国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項又は第２項の規定による指定をしたとき

は、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表する

とともに、関係市町村の長に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第１項又は第２項の規定による指定の変更について準用する。 

 

（雨水出水浸水想定区域） 

第１４条の２ 都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設につい

て、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災

による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨

により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設（第１号に掲げ

る排水施設にあつては、第１３条の２第１項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯

留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を

排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定す

るものとする。 

一 第１３条の２第１項の規定による指定に係る排水施設 

二 下水道法第２５条の２に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排

水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第３条第３項の規定により指定され、又は同条第４

項、同条第５項において準用する同条第３項若しくは同条第６項の規定により指定

した特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして

国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円

滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を

図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設

に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつて

は、第１３条の２第２項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排

水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた

場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。 



《美馬市水防計画 資料》 

88 

 

一 第１３条の２第２項の規定による指定に係る排水施設 

二 下水道法第２５条の２に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排

水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第３条第３項（同条第５項において準用する場合を

含む。）及び第４項から第６項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存

する公共下水道等の排水施設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして

国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の

国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

４ 都道府県知事又は市町村長は、第１項又は第２項の規定による指定をしたときは、

国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとと

もに、都道府県知事にあつては、関係市町村の長に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第１項又は第２項の規定による指定の変更について準用する。 

 

（高潮浸水想定区域） 

第１４条の３ 都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避

難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土

交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定

める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に浸水

が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第１３条の３の規定により指定した海岸 

二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による

災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国

土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めると

ころにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に

通知しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第１項の規定による指定の変更について準用する。 

 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

第１５条 市町村防災会議（災害対策基本法第１６条第１項に規定する市町村防災会議

をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同

じ。）は、第１４条第１項若しくは第２項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第１４

条の２第１項若しくは第２項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項

の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画（同法第４

２条第１項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少なくとも当
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該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる

事項について定めるものとする。ただし、第４号ハに掲げる施設について同号に掲げる

事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。 

一 洪水予報等（第１０条第１項若しくは第２項又は第１１条第１項の規定により気

象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予

報、第１３条第１項若しくは第２項、第１３条の２又は第１３条の３の規定により

国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長が通知し又は周知する情報その他人的災

害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報をいう。次項におい

て同じ。）の伝達方法 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

三 災害対策基本法第４８条第１項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水

又は高潮に係る避難訓練の実施に関する事項 

四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域

をいう。第３項において同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これら

の施設の名称及び所在地 

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設

（地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定か

つ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。）をいう。次条において同じ。）

でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円

滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められ

るもの 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要する者が利用する施設をいう。第１５条の３において同じ。）でその利用

者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通

省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの

（第１５条の４において「大規模工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止

を図る必要があると認められるもの 

五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第４号に掲

げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の

区分に応じ、当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

一 前項第四号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中

の施設を除く。） 当該施設の所有者又は管理者及び次条第９項に規定する自衛水防

組織の構成員 

二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第１５条の３第７項

の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当

該自衛水防組織の構成員） 
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三 前項第四号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第１５条の４第１項

の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当

該自衛水防組織の構成員） 

３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところによ

り、市町村地域防災計画において定められた第１項各号に掲げる事項を住民、滞在者そ

の他の者（第１５条の１１において「住民等」という。）に周知させるため、これらの事

項（次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定

める事項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならな

い。 

一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年

法律第５７号）第７条第１項の土砂災害警戒区域 同法第８条第３項に規定する事

項 

二 津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項の津波災害警戒区域 同法第５

５条に規定する事項 

 

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第１５条の２ 前条第１項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定

められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定める

ところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水

時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければ

ならない。 

２ 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場

合において、当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該

地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれ

のあるものがあるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう

努めるものとする。 

３ 第１項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、

遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第１項に規定する計画の変更について準用する。 

５ 市町村長は、第１項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及

び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第１項の規定によ

り市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の

所有者又は管理者に対し、第１項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をするこ

とができる。 

６ 市町村長は、第１項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成し

ていない場合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保

及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有

者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 
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７ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第１項の地下街等の所有者又は管理者

が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができ

る。 

８ 第１項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除

く。以下この条において同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めると

ころにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水

時等の浸水の防止のための訓練を行わなければならない。 

９ 第１項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同

項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防

止を行う自衛水防組織を置かなければならない。 

１０ 第１項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置い

たときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を

市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第１５条の３ 第１５条第１項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地

を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところに

より、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成した

ときは、遅滞なく、これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したとき

も、同様とする。 

３ 市町村長は、第１項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画

を作成していない場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ

迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有

者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第１項の要配慮者利用施設の所有者又

は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表するこ

とができる。 

５ 第１項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めると

ころにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保

のための訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第２項又は前項の規定により報告を受けたときは、第１項の要配慮者

利用施設の所有者又は管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。 

７ 第１項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところに

より、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う

自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 
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８ 第１項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織

を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める

事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 

（大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第１５条の４ 第１５条第１項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地

を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところによ

り、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に

関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪

水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水

の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

２ 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は

自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その

他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当

該事項を変更したときも、同様とする。 

 

（市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用） 

第１５条の５ 第１５条から前条までの規定は、災害対策基本法第１７条第１項の規定

により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合

について準用する。この場合において、第１５条第１項中「市町村防災会議（災害対策

基本法第１６条第１項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあ

つては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会（災害対策基本

法第１７条第１項に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画

（同法第４２条第１項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互

間地域防災計画（同法第４４条第１項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」

と、同条第２項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同

項、同条第３項、第１５条の２第１項及び第５項、第１５条の３第１項並びに前条第１

項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるも

のとする。 

 

（浸水被害軽減地区の指定等） 

第１５条の６ 水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接し、又は近接する区

域を含み、河川区域（河川法第６条第１項に規定する河川区域をいう。）を除く。）内で

輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地（その状況がこれに類するものとして

国土交通省令で定める土地を含む。）の区域であつて浸水の拡大を抑制する効用があると

認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指

定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定を
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しようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。 

３ 水防管理者は、第１項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区

をその区域に含む市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなけ

ればならない。 

４ 第１項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 

５ 前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。 

 

（標識の設置等） 

第１５条の７ 水防管理者は、前条第１項の規定により浸水被害軽減地区を指定したと

きは、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例

で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の

区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。 

２ 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限

り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

３ 何人も、第１項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転

し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 

４ 水防管理団体は、第１項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価に

よりその損失を補償しなければならない。 

 

（行為の届出等） 

第１５条の８ 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土

地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の３０日前まで

に、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手

予定日その他国土交通省令で定める事項を水防管理者に届け出なければならない。ただ

し、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため

必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 

２ 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通

知しなければならない。 

３ 水防管理者は、第１項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減

地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当

該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 

 

（大規模氾濫減災協議会） 

第１５条の９ 国土交通大臣は、第１０条第２項又は第１３条第１項の規定により指定

した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害

の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議
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会（以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。）を組織するものとする。 

２ 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 国土交通大臣 

二 当該河川の存する都道府県の知事 

三 当該河川の存する市町村の長 

四 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

五 当該河川の河川管理者 

六 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又

は地方気象台長 

七 第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者 

３ 大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議

会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大

規模氾濫減災協議会が定める。 

 

（都道府県大規模氾濫減災協議会） 

第１５条の１０ 都道府県知事は、第１１条第１項又は第１３条第２項の規定により指

定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被

害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協

議会（以下この条において「都道府県大規模氾濫減災協議会」という。）を組織すること

ができる。 

２ 都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 当該都道府県知事 

二 当該河川の存する市町村の長 

三 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

四 当該河川の河川管理者 

五 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又

は地方気象台長 

六 第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める

者 

３ 前条第３項及び第４項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用す

る。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第１項及び第２項並びに同

条第３項において準用する前項」と読み替えるものとする。 

 

（予想される水災の危険の周知等） 

第１５条の１１ 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川（第１０条第２項、第

１１条第１項又は第１３条第１項若しくは第２項の規定により指定された河川を除く。）

のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川につい
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て、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を

把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川において予想される水

災の危険を住民等に周知させなければならない。 

 

（河川管理者の援助等） 

第１５条の１２ 河川管理者は、第１５条の６第１項の規定により浸水被害軽減地区の

指定をしようとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の

状況を把握しようとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うも

のとする。 

２ 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川

法第５８条の８第１項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請すること

ができる。 

 

（水防警報） 

第１６条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずる

おそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交

通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮

により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をし

なければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を

関係都道府県知事に通知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により

通知を受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項

又はその受けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知し

なければならない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定

したときは、その旨を公示しなければならない。 

 

（水防団及び消防機関の出動） 

第１７条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときそ

の他水防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水

防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 

 

（優先通行） 

第１８条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両

及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。 
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（緊急通行） 

第１９条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受

けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又

は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。 

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を

補償しなければならない。 

 

（水防信号） 

第２０条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。 

２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

 

 

（警戒区域） 

第２１条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関

に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入り

を禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいない

とき、又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行

うことができる。 

 

（警察官の援助の要求） 

第２２条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、

警察官の出動を求めることができる。 

 

（応援） 

第２３条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市

町村長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、で

きる限りその求めに応じなければならない。 

２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に

行動するものとする。 

３ 第１項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が

負担するものとする。 

４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理

団体と当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

 

（居住者等の水防義務） 

第２４条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要が

あるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして
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水防に従事させることができる。 

 

（決壊の通報） 

第２５条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、

消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければなら

ない。 

 

（決壊後の処置） 

第２６条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防

機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないよう

に努めなければならない。 

 

（水防通信） 

第２７条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなけれ

ばならない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの

者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和５９年

法律第８６号）第２条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通

信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気

事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。 

 

（公用負担） 

第２８条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の

長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用

し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作

物その他の障害物を処分することができる。 

２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場にお

いて、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の

運搬用機器若しくは排水用機器を使用することができる。 

３ 水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失

を補償しなければならない。 

 

（立退きの指示） 

第２９条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫してい

ると認められるときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者

は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきこ

とを指示することができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄

する警察署長にその旨を通知しなければならない。 
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（知事の指示） 

第３０条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消

防機関の長に対して指示をすることができる。 

 

（重要河川における国土交通大臣の指示） 

第３１条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要な

ものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防

団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。 

 

（特定緊急水防活動） 

第３２条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が

発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動（以

下この条及び第４３条の２において「特定緊急水防活動」という。）を行うことができ

る。 

一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 

二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定め

るもの 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あら

かじめ、当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知し

なければならない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。 

３ 第１項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第１９

条、第２１条、第２２条、第２５条、第２６条及び第２８条の規定の適用については、

第１９条第１項中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から

委任を受けた者」とあり、第２１条第１項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属す

る者」とあり、及び同条第２項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」

とあるのは「国土交通省の職員」と、第１９条第２項及び第２８条第３項中「水防管理

団体」とあるのは「国」と、第２２条中「水防管理者」とあり、第２５条中「水防管理

者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、第２６条中「水防管

理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第２８条第１

項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。 

 

（水防訓練） 

第３２条の２ 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練

を行わなければならない。 

２ 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の

水防訓練を行うよう努めなければならない。 
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（津波避難訓練への参加） 

第３２条の３ 津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項の津波災害警戒区域に

係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第５４条第１項第三号に規定する津波

避難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。 

 

第４章 指定水防管理団体 

 

（水防計画） 

第３３条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定

め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなけれ

ばならない。 

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しよう

とするときは、あらかじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をいう。以

下この項において同じ。）を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議

会を設置せず、かつ、災害対策基本法第１６条第１項に規定する市町村防災会議を設置

する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮らなければならな

い。 

３ 指定管理団体の水防管理者は、第１項の規定により水防計画を定め、又は変更した

ときは、その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事

に届け出なければならない。 

４ 第７条第２項から第４項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用す

る。 

 

（水防協議会） 

第３４条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるた

め、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予

防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。 

２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることがで

きる。 

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員

並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の

水防管理者が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町

村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定め

る。 
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（水防団員の定員の基準） 

第３５条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることが

できる。 

 

第５章 水防協力団体 

 

（水防協力団体の指定） 

第３６条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認

められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請に

より、水防協力団体として指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住

所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 

３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、

あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。 

４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示

しなければならない。 

 

（水防協力団体の業務） 

第３７条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力する

こと。 

二 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 

三 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

四 水防に関する調査研究を行うこと。 

五 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

（水防団等との連携） 

第３８条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条

第一号に掲げる業務を行わなければならない。 

 

（監督等） 

第３９条 水防管理者は、第３７条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保する

ため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせるこ

とができる。 

２ 水防管理者は、水防協力団体が第３７条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施し

ていないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措

置を講ずべきことを命ずることができる。 
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３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定

を取り消すことができる。 

４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。 

 

（情報の提供等） 

第４０条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に

関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

 

第６章 費用の負担及び補助 

 

（水防管理団体の費用負担） 

第４１条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとす

る。 

 

（利益を受ける市町村の費用負担） 

第４２条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市

町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の

一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。 

２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団

体と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。 

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域

の属する都道府県の知事にあつせんを申請することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合に

おいて、当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村がある

ときは、当該他の都府県の知事と協議しなければならない。 

 

（都道府県の費用負担） 

第４３条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費

用は、当該都道府県の負担とする。 

 

（国の費用負担） 

第４３条の２ 第３２条第１項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要

する費用は、国の負担とする。 

 

（費用の補助） 

第４４条 都道府県は、第４１条の規定により水防管理団体が負担する費用について、

当該水防管理団体に対して補助することができる。 
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２ 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補

助金額のうち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水に

よる国民経済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二

分の一以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。 

３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要

する費用の三分の一に相当する額以内とする。 

 

第７章 雑 則 

 

（第２４条の規定により水防に従事した者に対する災害補償） 

第４５条 第２４条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡

し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気

により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定め

る基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組

合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受

ける損害を補償しなければならない。 

 

（表彰） 

第４６条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関

し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表

彰を行うことができる。 

 

（報告） 

第４７条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に

関し必要な報告をさせることができる。 

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要

な報告をさせることができる。 

 

（勧告及び助言） 

第４８条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県

の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることがで

きる。 

 

（資料の提出及び立入り） 

第４９条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認

めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若

しくは消防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。 

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定によ
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り必要な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求

があつたときは、これを提示しなければならない。 

 

（消防事務との調整） 

第５０条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置

について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。 

 

（権限の委任） 

第５１条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところに

より、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

 

第８章 罰 則 

 

第５２条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損

壊し、又は撤去した者は、３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

 

第５３条 刑法（明治４０年法律第４５号）第１２１条の規定の適用がある場合を除

き、第２１条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者

は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。 

 

第５４条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

一 第１５条の７第３項の規定に違反した者 

二 第１５条の８第１項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をし

て、同項本文に規定する行為をした者 

 

第５５条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金又は拘留に処す

る。 

一 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用

し、又はその正当な使用を妨げた者 

二 第２０条第２項の規定に違反した者 

三 第４９条第１項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又

は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

 

附則（略） 
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資料－７ 

河 川 法 

最終改正：令和４年６月１７日法律第６８号 

第１章 総則（第１条～第８条） 

第２章 河川の管理 

第１節 通則（第９条～第１５条の２） 

第２節 河川工事等（第１６条～第２２条の３） 

第３節 河川の使用及び河川に関する規制 

第１款 通則（第２３条～第３７条の２） 

第２款 水利調整（第３８条～第４３条） 

第３款 ダムに関する特則（第４４条～第５１条） 

第４款 緊急時の措置（第５２条～第５３条の２） 

第４節 河川保全区域（第５４条・第５５条） 

第５節 河川予定地（第５６条～第５８条） 

第２章の２ 河川立体区域（第５８条の２～第５８条の７） 

第２章の３ 河川協力団体（第５８条の８～第５８条の１３） 

第３章 河川に関する費用（第５９条～第７４条） 

第４章 監督（第７５条～第７９条の２） 

第５章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会（第８０条～第８ 

６条） 

第６章 雑則（第８７条～第１０１条） 

第７章 罰則（第１０２条～第１０９条） 

 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止さ

れ、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全

がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつ

て公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。 

 

（河川管理の原則等） 

第２条 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達

成されるように適正に行なわれなければならない。 

２ 河川の流水は、私権の目的となることができない。 

 

（河川及び河川管理施設） 

第３条 この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川
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に係る河川管理施設を含むものとする。 

２ この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止

め、樹林帯（堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林

で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有する

ものをいう。）その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若し

くは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設に

ついては、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該

施設を管理する者の同意を得たものに限る。 

 

（一級河川） 

第４条 この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水

系で政令で指定したものに係る河川（公共の水流及び水面をいう。以下同じ。）で国土交

通大臣が指定したものをいう。 

２ 国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらか

じめ、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 

３ 国土交通大臣は、第１項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじ

め、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事

の意見をきかなければならない。 

４ 前２項の規定により関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府

県の議会の議決を経なければならない。 

５ 国土交通大臣は、第１項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定め

るところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。 

６ 一級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第１項の規定による河川の指定の手続に

準じて行なわれなければならない。 

 

（二級河川） 

第５条 この法律において「二級河川」とは、前条第１項の政令で指定された水系以外

の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したもの

をいう。 

２ 都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川

が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければ

ならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定め

るところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。 

４ 都道府県知事は、第１項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじ

め、関係市町村長の意見をきかなければならない。 

５ 前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会

の議決を経なければならない。 
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６ 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第１項の規定による指定の手続に準じて

行なわれなければならない。 

７ 二級河川について、前条第１項の一級河川の指定があつたときは、当該二級河川に

ついての第１項の指定は、その効力を失う。 

 

（河川区域） 

第６条 この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。 

一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が

河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地（河岸の土地を含

み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。）

の区域 

二 河川管理施設の敷地である土地の区域 

三 堤外の土地（政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第

３項において同じ。）の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必

要があるものとして河川管理者が指定した区域 

２ 河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地

の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の

作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防（以下「高規格堤防」という。）

については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の

区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。 

３ 河川管理者は、第１項第二号の区域のうち、その管理する樹林帯（堤外の土地にあ

るものを除く。）の敷地である土地の区域（以下単に「樹林帯区域」という。）について

は、その区域を指定しなければならない。 

４ 河川管理者は、第１項第三号の区域、高規格堤防特別区域又は樹林帯区域を指定す

るときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。こ

れを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 

５ 河川管理者は、港湾法（昭和２５年法律第２１８号）に規定する港湾区域又は漁港

漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）に規定する漁港の区域につき第１項第三号の

区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議しな

ければならない。 

６ 河川管理者は、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条若しくは第２５条の

２の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第３０条若しくは第３０条の２の

規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第４１条の規定に基づき保安

施設地区として指定された土地又は同法第４４条において準用する同法第３０条の規定

に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地につき樹林帯区域の指定

又はその変更をしようとするときは、農林水産大臣（都道府県知事が同法第２５条の２

の規定に基づき指定した保安林又は同法第３０条の２の規定に基づき告示した保安林予

定森林については、当該都道府県知事）に協議しなければならない。 
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（河川管理者） 

第７条 この法律において「河川管理者」とは、第９条第１項又は第１０条第１項若し

くは第２項の規定により河川を管理する者をいう。 

 

（河川工事） 

第８条 この法律において「河川工事」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進

し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。 

 

第２章 河川の管理 

第１節 通 則 

 

（一級河川の管理） 

第９条 一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。 

２ 国土交通大臣が指定する区間（以下「指定区間」という。）内の一級河川に係る国土

交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部

分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 

３ 国土交通大臣は、指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県

知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同

様とする。 

４ 国土交通大臣は、指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とす

る。 

５ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市（以下

「指定都市」という。）の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指

定する区間については、第２項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、

同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指

定都市の長が行うこととすることができる。 

６ 第３項及び第４項の規定は、前項の規定による区間の指定について準用する。この

場合において、第３項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事及び当該

区間の存する指定都市の長」と読み替えるものとする。 

７ 第５項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政

令で定める。 

 

（二級河川の管理） 

第１０条 二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行

なう。 

２ 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府

県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指
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定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。 

３ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の規定に基づく都道府県知事による区間の指

定について準用する。この場合において、同条第３項中「関係都道府県知事の意見をき

かなければ」とあるのは、「当該区間の存する指定都市の長の同意を得なければ」と読み

替えるものとする。 

４ 第２項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政

令で定める。 

 

（境界に係る二級河川の管理の特例） 

第１１条 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事

は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 

２ 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省

令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。 

３ 第１項の規定による協議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する

部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところに

より、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。 

 

（河川の台帳） 

第１２条 河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければな

らない。 

２ 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。 

３ 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

４ 河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなけ

れば、これを拒むことができない。 

 

（河川管理施設等の構造の基準） 

第１３条 河川管理施設又は第２６条第１項の許可を受けて設置される工作物（以下

「許可工作物」という。）は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水

圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。 

２ 河川管理施設又は許可工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造につい

て河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。 

 

（河川管理施設の操作規則） 

第１４条 河川管理者は、その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰せき、水門その

他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作

規則を定めなければならない。 

２ 河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ
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め、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、

関係市町村長若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令

で定めるものの意見をきかなければならない。 

 

（他の河川管理者に対する協議） 

第１５条 河川管理者は、前条第一項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更

しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第２３条若しくは第２４条から第２

９条までの規定による処分（当該処分に係る第７５条の規定による処分を含む。）をしよ

うとする場合において、当該操作規則に基づく操作又は当該河川工事若しくは当該処分

に係る工事その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれ

があると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならな

い。 

 

（河川管理施設等の維持又は修繕） 

第１５条の２ 河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を

良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めな

ければならない。 

２ 河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項

は、政令で定める。 

３ 前項の技術的基準は、河川管理施設又は許可工作物の修繕を効率的に行うための点

検に関する基準を含むものでなければならない。 

 

第２節 河川工事等 

 

（河川整備基本方針） 

第１６条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の

河川工事及び河川の維持（次条において「河川の整備」という。）についての基本となる

べき方針に関する事項（以下「河川整備基本方針」という。）を定めておかなければなら

ない。 

２ 河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環

境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基本計画との調整を図つて、政令で定

めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように

定められなければならない。 

３ 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資

本整備審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県

知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当

該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。 
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５ 河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

６ 前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。 

 

（河川整備計画） 

第１６条の２ 河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施す

べき区間について、当該河川の整備に関する計画（以下「河川整備計画」という。）を定

めておかなければならない。 

２ 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている

地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところ

により、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この

場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水に

よる災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために

必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。 

３ 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認

めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

４ 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の

開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 

５ 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定める

ところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。 

６ 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

７ 第３項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。 

 

（市町村長の施行する工事等） 

第１６条の３ 市町村長は、第９条第５項及び第１０条第２項の規定による場合のほ

か、第９条第１項及び第２項並びに第１０条第１項の規定にかかわらず、あらかじめ、

河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実

施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事

由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでな

い。 

２ 市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうと

するとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、国土交通省令で定める

ところにより、その旨を公示しなければならない。 

３ 市町村長は、第１項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行う場

合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うもの

とする。 
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（国土交通大臣の施行する工事等） 

第１６条の４ 国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市の長（以下「都道府県知事

等」という。）から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定

都市（以下「都道府県等」という。）における河川の改良工事若しくは修繕（以下この項

において「改良工事等」という。）又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和２

６年法律第９７号）の規定の適用を受ける災害復旧事業（以下この項及び第６０条第１

項において単に「災害復旧事業」という。）に関する工事の実施体制その他の地域の実情

を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川若しくは管

理する二級河川に係る政令で定める改良工事等又はこれらの河川に係る災害復旧事業に

関する工事（いずれも高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施するこ

とが適当であると認められるものに限る。次項及び第６５条の３において「特定河川工

事」という。）を当該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる

場合においては、第９条第２項及び第５項並びに第１０条第１項及び第２項の規定にか

かわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定河川工事を行う場合においては、政令で定

めるところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。 

 

（災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持） 

第１６条の５ 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県知事等から要

請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施

体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間

内の一級河川又は管理する二級河川に係る維持（河川の埋塞に係るものであつて、高度

の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められ

るものに限る。次項及び第６５条の４において「特定維持」という。）を当該都道府県知

事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第９条第２項

及び第５項並びに第１０条第１項及び第２項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支

障のない範囲内で、これを行うことができる。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定維持を行う場合においては、政令で定める

ところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。 

 

（兼用工作物の工事等の協議） 

第１７条 河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は工作物（以下「他の工作物」と

いう。）とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者

は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又

は操作を行なうことができる。 

２ 河川管理者は、前項の規定による協議に基づき、他の工作物の管理者が河川管理施

設の工事、維持又は操作を行なう場合においては、国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を公示しなければならない。 
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（工事原因者の工事の施行等） 

第１８条 河川管理者は、河川工事以外の工事（以下「他の工事」という。）又は河川を

損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為

（以下「他の行為」という。）によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当該他の

工事の施行者又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。 

 

（附帯工事の施行） 

第１９条 河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行す

るために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。 

 

（河川管理者以外の者の施行する工事等） 

第２０条 河川管理者以外の者は、第１１条、第１６条の３第１項、第１６条の４第１

項、第１６条の５第１項、第１７条第１項及び第１８条の規定による場合のほか、あら

かじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維

持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承

認を受けることを要しない。 

 

（工事の施行に伴う損失の補償） 

第２１条 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第９３条第１項の規定による場合

を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、

さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛

土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、河川管理

者（当該河川工事が河川管理者以外の者が行なうものであるときは、その者。以下この

条において同じ。）は、これらの工事をすることを必要とする者（以下この条において、

「損失を受けた者」という。）の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償し

なければならない。この場合において、河川管理者又は損失を受けた者は、補償金の全

部又は一部に代えて河川管理者が当該工事を施行することを要求することができる。 

２ 前項の規定による損失の補償は、河川工事の完了の日から１年を経過した後におい

ては、請求することができない。 

３ 第１項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議

しなければならない。 

４ 前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者又は損失を受けた

者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第９４条の規定による裁決

を申請することができる。 

 

（洪水時等における緊急措置） 

第２２条 洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又

はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、
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その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは

収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分

することができる。 

２ 河川管理者は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近

に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。 

３ 河川管理者は、第１項の規定による収用、使用又は処分により損失を受けた者があ

るときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

４ 前項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議し

なければならない。 

５ 前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者は、自己の見積つ

た金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額につ

いて不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から３０日

以内に、収用委員会に土地収用法第９４条の規定による裁決を申請することができる。 

６ 第２項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負

傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気に

より死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところ

により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害

を補償しなければならない。 

 

（水防管理団体が行う水防への協力） 

第２２条の２ 河川管理者は、水防法（昭和２４年法律第１９３号）第７条第３項（同

法第３３条第４項において準用する場合を含む。）に規定する同意をした水防計画（同法

第２条第６項に規定する水防計画をいう。以下この条において同じ。）に河川管理者の協

力が必要な事項が定められたときは、当該水防計画に基づき水防管理団体（同法第２条

第２項に規定する水防管理団体をいう。第３７条の２において同じ。）が行う水防に協力

するものとする。 

 

（高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等） 

第２２条の３ 河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤

防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管

理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障

を除去するために必要な限度において、その高規格堤防の部分を原状に回復する措置又

はその原状回復若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除却その他の措置（以

下「原状回復措置等」という。）をとることができる。 

２ 前項の規定により他人の土地において原状回復措置等をとろうとする場合において

は、あらかじめ、当該土地の所有者及び占有者に通知して、その意見を聴かなければな

らない。 

３ 第１項の場合において、他人の占有する土地に立ち入るときは、前項の規定による



《美馬市水防計画 資料》 

114 

 

ほか、第８９条第２項から第５項までの規定によらなければならない。 

４ 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第１項の規定による原状回復

措置等を拒み、又は妨げてはならない。 

５ 河川管理者は、第１項の規定による原状回復措置等により損失を受けた者があると

きは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

６ 第２２条第４項及び第５項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用す

る。 

 

第３節 河川の使用及び河川に関する規制 

第１款 通 則 

 

（流水の占用の許可） 

第２３条 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、

河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、次条に規定する発電のために河川

の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 

 

（流水の占用の登録） 

第２３条の２ 前条の許可を受けた水利使用（流水の占用又は第２６条第１項に規定す

る工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。）のために取

水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のため

に河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理

者の登録を受けなければならない。 

 

（登録の実施） 

第２３条の３ 河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登

録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第１２条第２項の水利台帳に登録しなけ

ればならない。 

 

（登録の拒否） 

第２３条の４ 河川管理者は、第２３条の２の登録の申請が次の各号のいずれかに該当

する場合には、その登録を拒否しなければならない。 

一 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又はその執行を受けることがなくなつた日から２年を経過しない者であると

き。 

二 申請者が第７５条第１項の規定により許可、登録又は承認の取消しを受け、その

取消しの日から２年を経過しない者であるとき。 

三 申請者が法人又は団体であつて、その役員が前２号のいずれかに該当する者であ

るとき。 
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四 第２３条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために

河川の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異

なるときは、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者

の同意を得ていないとき。 

五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。 

 

（土地の占用の許可） 

第２４条 河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を

除く。以下次条において同じ。）を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところ

により、河川管理者の許可を受けなければならない。 

 

（土石等の採取の許可） 

第２５条 河川区域内の土地において土石（砂を含む。以下同じ。）を採取しようとする

者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならな

い。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取し

ようとする者も、同様とする。 

 

（工作物の新築等の許可） 

第２６条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする

者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならな

い。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物

を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。 

２ 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行

為については、同項の許可を受けることを要しない。 

一 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないも

のとして政令で定める工作物の新築又は改築 

二 前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水の

おそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下に

おける新築又は改築 

三 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の

地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの 

３ 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却

について第１項の許可の申請又は第３７条の２、第５８条の１３、第９５条若しくは第

９９条第２項の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物

の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれの

あるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。 

４ 第１項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却に

ついては、適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設
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（樹林帯を除く。）を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区

域（次項及び次条第３項において「特定樹林帯区域」という。）内の土地においてされる

ものであるときは、この限りでない。 

５ 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところに

より、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様と

する。 

 

（土地の掘削等の許可） 

第２７条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状

を変更する行為（前条第１項の許可に係る行為のためにするものを除く。）又は竹木の栽

植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者

の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限

りでない。 

２ 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行

為については、同項の許可を受けることを要しない。 

一 前条第２項第一号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ

以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの 

二 盛土 

三 土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為 

四 竹木の栽植又は伐採 

３ 樹林帯区域内の土地においては、第１項の規定にかかわらず、次の各号（特定樹林

帯区域内の土地にあつては、第二号及び第三号）に掲げる行為については、同項の許可

を要しない。 

一 工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにす

る土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの 

二 竹木の栽植 

三 通常の管理行為で政令で定めるもの 

４ 河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により河川管

理施設又は許可工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合にお

いては、当該河川管理施設又は許可工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地

については、第１項の許可をし、又は第５８条の１３、第９５条若しくは第９９条第２

項の規定による協議に応じてはならない。 

５ 河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これ

を公示しなければならない。 

６ 前条第３項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土に

ついて第１項の許可の申請又は第５８条の１３、第９５条若しくは第９９条第２項の規

定による協議があつた場合に準用する。 
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（竹木の流送等の禁止、制限又は許可） 

第２８条 河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川

にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内に

おいて、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることがで

きる。 

 

（河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許

可） 

第２９条 第２３条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清

潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為につい

ては、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせるこ

とができる。 

２ 二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県

の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることが

できる。 

 

（許可工作物の使用制限） 

第３０条 第２６条第１項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、

又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後

でなければ、当該工作物を使用してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工

作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用

することができる。 

 

（原状回復命令等） 

第３１条 第２６条第１項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用

途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。 

２ 河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認める

ときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要

な措置をとることを命ずることができる。 

 

（流水占用料等の徴収等） 

第３２条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第２３条、第

２４条若しくは第２５条の許可又は第２３条の２の登録を受けた者から、流水占用料、

土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料（以下「流水占用料等」という。）

を徴収することができる。 

２ 流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。 

３ 流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。 
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４ 国土交通大臣又は指定都市の長は、第２３条、第２４条若しくは第２５条の許可又

は第２３条の２の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許

可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければなら

ない。当該許可又は登録について第７５条の規定による処分をしたときも、同様とす

る。 

 

（許可等に基づく地位の承継） 

第３３条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第２３条若しくは第２

４条から第２７条までの許可又は第２３条の２の登録を受けた者の一般承継人（分割に

よる承継の場合にあつては、第２３条、第２４条若しくは第２５条の許可若しくは第２

３条の２の登録に基づく権利を承継し、又は第２６条第１項若しくは第２７条第１項の

許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは

竹木の栽植等をすべき土地（以下この条において「許可に係る工作物等」という。）を承

継する法人に限る。）は、被承継人が有していたこれらの規定による許可又は登録に基づ

く地位を承継する。 

２ 第２６条第１項又は第２７条第１項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等

を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継す

る。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権

利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。 

３ 前２項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から３０日以内に、河川管

理者にその旨を届け出なければならない。 

 

（権利の譲渡） 

第３４条 第２３条、第２４条若しくは第２５条の許可又は第２３条の２の登録に基づ

く権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。 

２ 前項に規定する許可又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた

その許可又は登録に基づく地位を承継する。 

３ 第２３条の３及び第２３条の４の規定は、第１項に規定する登録に係る同項の承認

について準用する。 

 

（関係行政機関の長との協議） 

第３５条 国土交通大臣は、水利使用に関し、第２３条の許可、第２４条若しくは第２

６条第１項の許可（第２３条の２の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関す

る許可を除く。）又は前条第１項に規定する許可（第２３条の２の登録の対象となる流水

の占用に係る水利使用に関する第２４条の許可を除く。）に係る同項の承認の申請があつ

た場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が政令で定め

る流水の占用に係るものである場合を除き、関係行政機関の長に協議しなければならな

い。これらの規定による許可に関し第７５条の規定による処分をしようとするとき、又
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は都道府県知事が第７９条第２項第四号の同意の申請をした場合においてその申請に対

する処分をしようとするときも、同様とする。 

２ 国土交通大臣は、第２７条第１項の許可をしようとする場合において、当該許可に

係る行為により著しい影響を受ける事業があるときは、当該事業を主管する行政機関の

長に協議しなければならない。 

 

（関係地方公共団体の長の意見の聴取） 

第３６条 国土交通大臣は、水利使用に関し、第２３条の許可、第２４条若しくは第２

６条第１項の許可（第２３条の２の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関す

る許可を除く。）又は第３４条第１項に規定する許可（第２３条の２の登録の対象となる

流水の占用に係る水利使用に関する第２４条の許可を除く。）に係る同項の承認の申請が

あつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が前条第

１項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、あらかじめ、関係都道府

県知事の意見を聴かなければならない。これらの規定による許可に関し第７５条の規定

による処分をしようとするときも、同様とする。 

２ 都道府県知事は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第２３

条の許可又は第２６条第１項の許可（第２３条の２の登録の対象となる流水の占用に係

る水利使用に関する許可を除く。）をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の

意見を聴かなければならない。 

３ 指定都市の長は、水利使用に関し、第９条第５項の規定により行うものとされた一

級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知

事の意見を聴かなければならない。 

４ 指定都市の長は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第２３

条の許可又は第２６条第１項の許可（第２３条の２の登録の対象となる流水の占用に係

る水利使用に関する許可を除く。）をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知

事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 

５ 国土交通大臣は、第２７条第１項の許可をしようとする場合において、当該許可が

政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をき

かなければならない。 

 

（河川管理者の工作物に関する工事の施行） 

第３７条 河川管理者は、第２６条第１項の許可を受けた者の委託があつた場合におい

ては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。 

 

（土地の占用等に関する水防管理団体等の特例） 

第３７条の２ 水防管理団体又は水防協力団体（水防法第３６条第１項の規定により指

定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。）が行う水防に必要な器具、資

材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設として国土交通省令で定める
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ものの設置についての第２４条、第２６条第１項及び第３４条第１項（第２４条の許可

に係る部分に限る。）の規定の適用については、水防管理団体又は水防協力団体と河川管

理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたもの

とみなす。 

 

第２款 水利調整 

 

（水利使用の申請があつた場合の通知） 

第３８条 河川管理者は、水利使用に関し第２３条の許可又は第２６条第１項の許可

（第２３条の２の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。）の

申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合を除き、国土交通

省令で定めるところにより、申請者の氏名、水利使用の目的その他国土交通省令で定め

る事項を第２３条及び第２４条から第２９条までの規定による許可を受けた者並びに政

令で定める河川に関し権利を有する者（以下「関係河川使用者」と総称する。）に通知し

なければならない。ただし、当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者

及び当該水利使用を行うことについて同意をした者については、この限りでない。 

 

（関係河川使用者の意見の申出） 

第３９条 前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにし

て、当該水利使用について意見を申し出ることができる。 

 

（申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件） 

第４０条 河川管理者は、水利使用に関し第２３条又は第２６条第１項の許可をしよう

とする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用によ

り損失を受けるものがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係河川使用

者のすべての同意がある場合を除き、次の各号の一に該当する場合でなければ、その許

可をしてはならない。 

一 当該水利使用に係る事業が関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業に比し公

益性が著しく大きい場合 

二 損失を防止するために必要な施設（以下「損失防止施設」という。）を設置すれば

関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合 

２ 国土交通大臣は、前項第一号に該当するものとして水利使用に関し第２３条又は第

２６条第１項の許可をしようとする場合においては、あらかじめ、社会資本整備審議会

の意見を聴かなければならない。 

 

（水利使用の許可等に係る損失の補償） 

第４１条 水利使用に関する第２３条若しくは第２６条第１項の許可又は第２３条の２
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の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可又は登録を受け

た者がその損失を補償しなければならない。 

 

（損失の補償の協議等） 

第４２条 前条の規定による損失の補償で関係河川使用者に係るものについては、水利

使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。 

２ 前項の規定による協議が成立しない場合においては、当事者は、政令で定めるとこ

ろにより、河川管理者の裁定を求めることができる。 

３ 河川管理者は、前項の裁定をする場合において、損失の補償として、損失防止施設

を設置すべき旨の関係河川使用者の要求があり、かつ、水利使用の許可を受けた者の意

見をきいてその要求を相当と認めるときは、損失防止施設の機能、規模、構造、設置場

所等を定めて、当該水利使用の許可を受けた者が損失防止施設を設置すべき旨の裁定を

することができる。 

４ 河川管理者は、第２項の裁定をしようとする場合においては、あらかじめ、関係河

川使用者が当該河川の使用を行なう土地の所在する都道府県の収用委員会の意見をきか

なければならない。 

５ 第２項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から６０日以内に、訴えをも

ってその変更を請求することができる。 

６ 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。 

７ 第五項の規定による訴えの提起は、水利使用及び当該水利使用に係る事業の実施を

妨げない。 

 

（流水の貯留又は取水の制限） 

第４３条 水利使用の許可を受けた者は、第３９条の申出をした関係河川使用者に係る

前条第１項の協議又は同条第２項の裁定に係る損失を補償した後（損失の補償が損失防

止施設の設置に係るものであるときは、当該施設を設置し、かつ、河川管理者の確認を

得た後）でなければ、流水を貯留し、又は取水してはならない。ただし、第３９条の申

出をした関係河川使用者の受ける損失であつて河川管理者が当該水利使用の許可に係る

流水の貯留若しくは取水の後でなければその程度を確定することができない旨の決定を

し、若しくは当該水利使用の許可に係る工作物が完成しなければ当該損失防止施設を設

置することができないことその他当該損失防止施設の種類、構造等について特別の事情

があることにより、損失防止施設の設置の時期について当該水利使用の許可に係る流水

の貯留若しくは取水の後でよい旨の決定をしたもの又は当該水利使用の許可に係る流水

の貯留若しくは取水につき同意をした関係河川使用者の受ける損失については、この限

りでない。 

２ 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、水利使用の許可を受

けた者は、補償金を供託することができる。 

一 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだと
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き。 

二 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。 

三 水利使用の許可を受けた者が補償金を受けるべき者を確知することができないと

き。ただし、水利使用の許可を受けた者に過失があるときは、この限りでない。 

四 水利使用の許可を受けた者が河川管理者の裁定した補償金額に対して不服がある

とき。 

五 水利使用の許可を受けた者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じら

れたとき。 

３ 前項第四号の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは、水利使用の

許可を受けた者は、自己の見積金額を払い渡し、裁定による補償金額との差額を供託し

なければならない。 

４ 第２項の規定による供託は、水利使用を行なう土地のもよりの供託所にしなければ

ならない。 

５ 水利使用の許可を受けた者は、第２項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない。 

６ 水利使用の許可を受けた者は、第２項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、供

託物受入の記載ある供託書の写しを添付して、その旨を河川管理者に届け出なければな

らない。 

 

第３款 ダムに関する特則 

 

（河川の従前の機能の維持） 

第４４条 ダム（河川の流水を貯留し、又は取水するため第２６条第１項の許可を受け

て設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが１５メートル以上のものをいう。第

５１条の２及び第５１条の３を除き、以下同じ。）で政令で定めるものを設置する者は、

当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減

殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するた

めに必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。 

２ 前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。 

 

（水位、流量等の観測） 

第４５条 ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理

上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、

水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。 

 

（ダムの操作状況の通報等） 

第４６条 前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作
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の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。 

２ 前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、か

つ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。 

 

（ダムの操作規程） 

第４７条 ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとする

ときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作

規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするとき

も、同様とする。 

２ 河川管理者は、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするとき

は、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 

３ ダムの操作は、第１項の承認を受けた操作規程に従つて行なわなければならない。 

４ 河川管理者は、当該ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関す

る特別の事情により、当該操作規程によつては河川管理上支障を生ずると認める場合に

おいては、当該操作規程の変更を命ずることができる。 

 

（危害防止のための措置） 

第４８条 ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化

を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があ

ると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、

関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置

をとらなければならない。 

 

（記録の作成等） 

第４９条 ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時における

ダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出

を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。 

 

（管理主任技術者の設置） 

第５０条 ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合にお

いては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を

有する管理主任技術者を置かなければならない。 

２ ダムを設置する者は、前項の規定により管理主任技術者を選任したときは、当該管

理主任技術者につき、国土交通省令で定める事項を河川管理者に届け出なければならな

い。 

 

（兼用工作物であるダムについての特例） 

第５１条 ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設につい
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て、第１７条第１項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合に

は、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。 

 

（ダム洪水調節機能協議会） 

第５１条の２ 河川管理者は、その管理する一級河川に設置された第４４条第１項に規

定するダム又は河川管理施設であるダム（次項及び次条において「利水ダム等」とい

う。）の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、ダム洪水調節機能協議

会を組織するものとする。 

２ ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 河川管理者 

二 利水ダム等に係る水利使用に関し第２３条又は第２６条第１項の許可を受けた者 

三 関係都道府県知事 

四 関係行政機関、関係市町村長その他の河川管理者が必要と認める者 

３ 第１項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織する河川管理者は、同項に規定

する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係

る協議に応じなければならない。 

５ ダム洪水調節機能協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行

政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができ

る。 

６ ダム洪水調節機能協議会において協議が調つた事項については、ダム洪水調節機能

協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。 

７ 前各項に定めるもののほか、ダム洪水調節機能協議会の運営に関し必要な事項は、

ダム洪水調節機能協議会が定める。 

 

（都道府県ダム洪水調節機能協議会） 

第５１条の３ 河川管理者は、その管理する二級河川に設置された利水ダム等の洪水調

節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、都道府県ダム洪水調節機能協議会を

組織することができる。 

２ 都道府県ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 河川管理者 

二 利水ダム等に係る水利使用に関し第２３条又は第２６条第１項の許可を受けた者 

三 関係行政機関、関係市町村長その他の河川管理者が必要と認める者 

３ 前条第３項から第７項までの規定は、都道府県ダム洪水調節機能協議会について準

用する。この場合において、同条第３項中「第１項」とあるのは「次条第１項」と、「前

項第二号及び第三号」とあるのは「同条第２項第二号」と読み替えるものとする。 
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第４款 緊急時の措置 

 

（洪水調節のための指示） 

第５２条 河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認

められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があ

ると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系

に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため

に必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

 

（渇水時における水利使用の調整） 

第５３条 異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそ

れがある場合においては、水利使用の許可を受けた者（以下この款において「水利使用

者」という。）は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなけ

ればならない。この場合において、河川管理者は、当該協議が円滑に行われるようにす

るため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。 

２ 前項の協議を行うに当たつては、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなけ

ればならない。 

３ 河川管理者は、第１項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があ

つたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼす

おそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を

行うことができる。 

 

（渇水時における水利使用の特例） 

第５３条の２ 水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、異常な渇水により許可に係

る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの

間に限り、自己が受けた第２３条及び第２４条の許可に基づく水利使用の全部又は一部

を行わせることができる。 

２ 前項の承認に係る水利使用を行わないこととなつた場合においては、当該承認を受

けた者は、遅滞なく、河川管理者にその旨を届け出なければならない。 

３ 河川管理者は、前項の規定による届出があつた場合又は第１項に規定する他の水利

使用者の許可に係る水利使用が困難でなくなつた場合においては、同項の承認を取り消

さなければならない。 

 

第４節 河川保全区域 

 

（河川保全区域） 

第５４条 河川管理者は、河岸又は河川管理施設（樹林帯を除く。第３項において同

じ。）を保全するため必要があると認めるときは、河川区域（第５８条の２第１項の規定
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により指定したものを除く。第３項において同じ。）に隣接する一定の区域を河川保全区

域として指定することができる。 

２ 国土交通大臣は、河川保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道

府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするとき

も、同様とする。 

３ 河川保全区域の指定は、当該河岸又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度

の区域に限つてするものとし、かつ、河川区域（樹林帯区域を除く。）の境界から５０メ

ートルをこえてしてはならない。ただし、地形、地質等の状況により必要やむを得ない

と認められる場合においては、５０メートルをこえて指定することができる。 

４ 河川管理者は、河川保全区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とす

る。 

 

（河川保全区域における行為の制限） 

第５５条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、

国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただ

し、政令で定める行為については、この限りでない。 

一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 

二 工作物の新築又は改築 

２ 第３３条の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許

可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若

しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下この項において

「許可に係る土地等」という。）を承継する法人に限る。）、同項の許可を受けた者からそ

の許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により

当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。 

 

第５節 河川予定地 

 

（河川予定地） 

第５６条 河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工

事の施行により新たに河川区域（第５８条の２第１項の規定により指定するものを除

く。）内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。 

２ 河川予定地の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみ

て確実となつた日以後でなければ、してはならない。 

３ 河川管理者は、河川予定地を指定するときは、国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とす

る。 
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（河川予定地における行為の制限） 

第５７条 河川予定地において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土

交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、

政令で定める行為については、この限りでない。 

一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 

二 工作物の新築又は改築 

２ 河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合において

は、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

３ 第２２条第４項及び第５項の規定は前項の規定による損失の補償について、第３３

条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第１項の許可を受けた

者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作

物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下この項において「許可に係る

土地等」という。）を承継する法人に限る。）、同項の許可を受けた者からその許可に係る

土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係

る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。 

 

（河川管理者が権原を取得した河川予定地） 

第５８条 河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当

該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地

は、河川区域内の土地とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めが

ある場合に限る。 

 

第２章の２ 河川立体区域 

 

（河川立体区域） 

第５８条の２ 河川管理者は、河川管理施設が、地下に設けられたもの、建物その他の

工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱

若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場

合において、当該河川管理施設の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利

用の確保を図るため必要があると認めるときは、第６条第１項の規定にかかわらず、当

該河川管理施設に係る河川区域を地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的な区

域として指定することができる。 

２ 河川管理者は、前項の河川区域（以下この章及び第１０６条第三号において「河川

立体区域」という。）を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を

公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 

 

（河川保全立体区域） 

第５８条の３ 河川管理者は、河川立体区域を指定する河川管理施設を保全するため必
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要があると認めるときは、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川

保全立体区域として指定することができる。 

２ 国土交通大臣は、河川保全立体区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係

都道府県知事の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとすると

きも、同様とする。 

３ 河川保全立体区域の指定は、当該河川管理施設を保全するため必要な最小限度の範

囲に限つてするものとする。 

４ 河川管理者は、河川保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところ

により、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様

とする。 

５ 河川保全区域が指定されている前条第一項の河川管理施設について、河川保全立体

区域の指定があつたときは、当該河川保全区域の指定は、その効力を失う。 

 

（河川保全立体区域における行為の制限） 

第５８条の４ 河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国

土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただ

し、政令で定める行為については、この限りでない。 

一 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 

二 工作物の新築、改築又は除却 

三 載荷重が１平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積 

２ 第３３条の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許

可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若

しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下この項において

「許可に係る土地等」という。）を承継する法人に限る。）、同項の許可を受けた者からそ

の許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により

当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。 

 

（河川予定立体区域） 

第５８条の５ 河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河

川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体

区域として指定することができる。 

２ 河川予定立体区域の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画

からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。 

３ 河川管理者は、河川予定立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところ

により、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様

とする。 

４ 河川予定地が指定されている第５８条の２第１項の河川管理施設について、河川予

定立体区域の指定があつたときは、当該河川予定地の指定は、その効力を失う。 
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（河川予定立体区域における行為の制限） 

第５８条の６ 河川予定立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国

土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただ

し、政令で定める行為については、この限りでない。 

一 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為 

二 工作物の新築又は改築 

２ 河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合において

は、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

３ 第２２条第４項及び第５項の規定は前項の規定による損失の補償について、第３３

条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第１項の許可を受けた

者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作

物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下この項において「許可に係る

土地等」という。）を承継する法人に限る。）、同項の許可を受けた者からその許可に係る

土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係

る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。 

 

（河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域） 

第５８条の７ 河川管理者が河川予定立体区域内の地下又は空間について権原を取得し

た後においては、当該区域が河川立体区域となる前においても、この法律の適用につい

ては、その地下又は空間は、河川立体区域内の地下又は空間とみなす。ただし、罰則の

適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。 

 

第２章の３ 河川協力団体 

 

（河川協力団体の指定） 

第５８条の８ 河川管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができる

と認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申

請により、河川協力団体として指定することができる。 

２ 河川管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該河川協力団体の名称、住

所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 

３ 河川協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、

あらかじめ、その旨を河川管理者に届け出なければならない。 

４ 河川管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示

しなければならない。 

 

（河川協力団体の業務） 

第５８条の９ 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河

川について、次に掲げる業務を行うものとする。 



《美馬市水防計画 資料》 

130 

 

一 河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。 

二 河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

三 河川の管理に関する調査研究を行うこと。 

四 河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

（河川協力団体の河川管理者による援助への協力） 

第５８条の１０ 河川協力団体は、水防法第１５条の１２第２項の規定により河川管理

者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第１項に規定する必要な情報提

供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 

２ 河川協力団体は、特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第７８

条第２項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、河川

管理者が行う同条第１項の規定による援助に関し協力するものとする。 

 

（監督等） 

第５８条の１１ 河川管理者は、第５８条の９各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施

を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告

をさせることができる。 

２ 河川管理者は、河川協力団体が第５８条の９各号に掲げる業務を適正かつ確実に実

施していないと認めるときは、河川協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要

な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 河川管理者は、河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定

を取り消すことができる。 

４ 河川管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。 

 

（情報の提供等） 

第５８条の１２ 国土交通大臣又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実

施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

 

（河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例） 

第５８条の１３ 河川協力団体が第５８条の９各号に掲げる業務として行う国土交通省

令で定める行為についての第２０条、第２４条、第２５条後段、第２６条第１項、第２

７条第１項及び第３４条第１項（第２４条及び第２５条後段の許可に係る部分に限る。）

の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつ

て、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。 
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第３章 河川に関する費用 

 

（河川の管理に要する費用の負担原則） 

第５９条 河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合

を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河

川の存する都道府県の負担とする。 

 

（一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担） 

第６０条 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用（指定区間内

における管理で第９条第２項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る

費用を除く。）については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大

規模な工事（次項において「大規模改良工事」という。）に要する費用にあつてはその１

０分の３を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその３分の１を、災害復旧事業

に要する費用にあつてはその１０分の４．５を、改良工事及び修繕以外の河川工事に要

する費用にあつてはその２分の１を負担する。 

２ 第９条第２項の規定により都道府県知事が行うものとされた指定区間内の一級河川

の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。この場合

において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な

状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはそ

の３分の２を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工

事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る

もの以外のものに要する費用にあつてはその１０分の５．５を、その他の改良工事に要

する費用にあつてはその２分の１を負担する。 

 

（指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助） 

第６１条 国は、第９条第２項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区

間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その３分の１

以内を補助することができる。 

 

（二級河川の管理に要する費用の国の負担） 

第６２条 国は、二級河川の改良工事（第１６条の３第１項の規定による協議に基づき

市町村長が行うものを除く。）に要する費用については、政令で定めるところにより、２

分の１を超えない範囲内でその一部を負担する。 

 

（他の都府県の費用の負担） 

第６３条 国土交通大臣が行なう河川の管理により、第６０条第１項の規定により当該

管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合にお

いては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負
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担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する

費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該都府県を統轄する都府県知

事の意見をきかなければならない。 

３ 都府県知事が行なう河川の管理により、当該都府県以外の都府県が著しく利益を受

ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した

当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。 

４ 都府県知事は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費

用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄す

る都府県知事に協議しなければならない。 

 

（負担金の納付又は支出） 

第６４条 国土交通大臣が行なう一級河川の管理に要する費用のうち、第６０条第１項

の規定により都道府県が負担すべき費用又は前条第１項の規定により利益を受ける都府

県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。 

２ 都道府県知事が行なう河川の管理に要する費用のうち、第６０条第２項後段若しく

は第６２条の規定により国が負担すべき費用又は前条第３項の規定により利益を受ける

都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する

都道府県に対して支出しなければならない。 

 

（境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例） 

第６５条 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第１１条第１項の規定

による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河

川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及

び分担の方法を定めることができる。 

 

（市町村長の施行する工事等に要する費用） 

第６５条の２ 第１６条の３第１項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事

又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場

合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政

令で定めるところにより、その一部を負担する。 

２ 前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県

が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益

の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担

させることができる。 

３ 第６３条第４項の規定は、前項の場合について準用する。 

４ 第１項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第２項の規定により

利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第１項前段の規
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定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。 

 

（国土交通大臣の施行する特定河川工事に要する費用） 

第６５条の３ 第１６条の４第１項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事（二

級河川の修繕を除く。以下この項において同じ。）に要する費用は、政令で定めるところ

により、国が負担金等相当額（都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うこととし

た場合に国が当該都道府県知事等が統括する都道府県等に交付すべき負担金又は補助金

の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。）を、当該都道府県等が当該特定河

川工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額を負担する。 

２ 第１６条の４第１項の規定により国土交通大臣が行う二級河川の修繕に要する費用

は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。 

３ 第１６条の４第１項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事により、前２項

の費用の全部又は一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合におい

ては、当該費用の全部又は一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都

府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。 

４ 第１６条の４第１項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事について、第１

項又は第２項の規定によりその費用を指定都市が負担する場合において、都道府県が当

該都道府県の区域（その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定

都市の区域を除く。）について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の

限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負

担させることができる。 

５ 第６３条第４項の規定は、前二項の場合について準用する。 

６ 国土交通大臣が第１６条の４第１項の規定により特定河川工事を行う場合において

は、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところによ

り、第１項又は第２項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付

しなければならない。この場合において、第３項又は第４項の規定により利益を受ける

都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定める

ところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。 

 

（災害が発生した場合における国土交通大臣の行う特定維持に要する費用） 

第６５条の４ 第１６条の５第１項の規定により国土交通大臣が行う特定維持に要する

費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。 

２ 第１６条の５第１項の規定により国土交通大臣が行う特定維持により、前項の費用

を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用を負担

する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利

益を受ける都府県に負担させることができる。 

３ 第１６条の５第１項の規定により国土交通大臣が行う特定維持について、第１項の

規定によりその費用を指定都市が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区
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域（その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除

く。）について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の限度において、

当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることが

できる。 

４ 第６３条第４項の規定は、前２項の場合について準用する。 

５ 国土交通大臣が第１６条の５第１項の規定により特定維持を行う場合においては、

まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第

１項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならな

い。この場合において、第２項又は第３項の規定により利益を受ける都道府県が負担す

べき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当

該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。 

 

（兼用工作物の費用） 

第６６条 河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施

設の管理に要する費用の負担については、河川管理者（第５９条及び第６０条第２項前

段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県であ

るときは当該都道府県を統轄する都道府県知事とする。以下次条、第６８条、第７０条

及び第７０条の２において同じ。）と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものと

する。 

 

（原因者負担金） 

第６７条 河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川

の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他

の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 

 

（附帯工事に要する費用） 

第６８条 河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を

生じた他の工事に要する費用は、第２６条第１項の許可に付した条件に特別の定めがあ

る場合並びに第３７条の２、第５８条の１３、第９５条及び第９９条第２項の規定によ

る協議において特別の定めをした場合を除き、その必要を生じた限度において、第５９

条、第６０条第２項前段及び第６５条の２第１項前段の規定に基づいて当該河川工事に

ついて費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。 

２ 河川管理者は、前項の河川工事が他の工事又は他の行為のために必要を生じたもの

である場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用

の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負

担させることができる。 
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（河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用） 

第６９条 第２０条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持

に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。 

 

（受益者負担金） 

第７０条 河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合において

は、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負

担させることができる。 

２ 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法について

は、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるもの

にあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。 

 

（特別水利使用者負担金） 

第７０条の２ 河川管理者は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡す

る河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施

設を新設し、又は拡張して流水を占用する者（以下この条において「特別水利使用者」

という。）に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの（河川の流水を貯留す

るための河川管理施設の設置を伴うものを除く。）に要する費用及び当該河川工事により

設置する河川管理施設の管理に要する費用については、当該特別水利使用者が受けるこ

ととなると認められる利益の限度において、その者に、その一部を負担させることがで

きる。 

２ 河川管理者は、前項の河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、政令で定

めるところにより、関係行政機関の長に協議し、及び一級河川に係るものにあつては関

係都道府県知事、二級河川に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに、

当該工事に要する費用及び当該工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用の

負担について特別水利使用者の同意を得なければならない。 

３ 第１項の場合において、負担金の額の算出方法及び負担金の還付に関する事項につ

いては、政令で、負担金の徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつ

ては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都

道府県の条例で定める。 

４ 第１項の河川工事は、関係河川における流水の正常な機能の維持に支障のない範囲

内において施行するものとする。 

 

（負担金の通知及び納入手続等） 

第７１条 第６７条、第６８条第２項、第７０条第１項、前条第１項及び第７５条第９

項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令

で定める。 
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（負担金の帰属） 

第７２条 第６７条、第６８条第２項、第７０条第１項、第７０条の２第１項又は第７

５条第９項の規定に基づく負担金は、国土交通大臣が負担させるものにあつては国、都

道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統括する都道府県の収入と

する。 

 

（義務の履行のために要する費用） 

第７３条 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれら

の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定め

がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。 

 

（強制徴収） 

第７４条 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれら

の規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等（以下これらを「負担金

等」という。）をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者（当

該負担金等が、国の収入となる場合にあつては国土交通大臣、都道府県の収入となる場

合にあつては当該都道府県を統括する都道府県知事とする。以下この条において同じ。）

は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。 

２ 河川管理者は、前項の規定により督促をする場合においては、納付義務者に対し督

促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日

から起算して２０日以上経過した日でなければならない。 

３ 河川管理者は、第１項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限まで

にその負担金等及び第五項の規定による延滞金を納付しない場合においては、当該負担

金等が国の収入となる場合にあつては国税の、都道府県の収入となる場合にあつては地

方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 

４ 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、そ

の時効については、国税の例による。 

５ 河川管理者は、第１項の規定により督促をした場合においては、政令で定めるとこ

ろにより、同項の負担金等の額につき年１４．５パーセントの割合で、納期限の翌日か

らその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金

を徴収することができる。 

 

第４章 監 督 

 

（河川管理者の監督処分） 

第７５条 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しく

はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若し

くは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに
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条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却（第２４条の規

定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。）、工事その他の行為若しく

は工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な

施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることが

できる。 

一 この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくは

これらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から

当該違反に係る工作物（除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。）若し

くは土地を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係

る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者 

二 この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、

登録又は承認に付した条件に違反している者 

三 詐欺その他不正な手段により、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道

府県の条例の規定による許可、登録又は承認を受けた者 

２ 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの

法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認を受けた者

に対し、前項に規定する処分をすることができる。 

一 許可、登録若しくは承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業

を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受

けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたと

き、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。 

二 許可、登録若しくは承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又

は一部の廃止があつたとき。 

三 洪水、津波、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許

可、登録又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることと

なつたとき。 

四 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。 

五 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。 

３ 前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失が

なくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措

置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。

この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに

当該措置を行わないときは、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措

置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

４ 河川管理者は、前項の規定により工作物を除却し、又は除却させたときは、当該工

作物を保管しなければならない。 

５ 河川管理者は、前項の規定により工作物を保管したときは、当該工作物の所有者、

占有者その他当該工作物について権原を有する者（以下この条において「所有者等」と
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いう。）に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事

項を公示しなければならない。 

６ 河川管理者は、第四項の規定により保管した工作物が滅失し、若しくは破損するお

それがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して３月を経過してもなお当

該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した

当該工作物の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令

で定めるところにより、当該工作物を売却し、その売却した代金を保管することができ

る。 

７ 河川管理者は、前項の規定による工作物の売却につき買受人がない場合において、

同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物を廃棄することができる。 

８ 第６項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 

９ 第３項から第６項までに規定する工作物の除却、保管、売却、公示その他の措置に

要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第３項に規定する当該措

置を命ずべき者の負担とする。 

１０ 第５項の規定による公示の日から起算して６月を経過してもなお第４項の規定に

より保管した工作物（第６項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同

じ。）を返還することができないときは、当該工作物の所有権は、国土交通大臣が保管す

る工作物にあつては国、都道府県知事が保管する工作物にあつては当該都道府県知事が

統括する都道府県に帰属する。 

 

（監督処分に伴う損失の補償等） 

第７６条 河川管理者は、前条第２項第四号又は第五号に該当することにより同項の規

定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その

者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。ただし、水利使用に関し第２

３条若しくは第２６条第１項の許可又は第２３条の２の登録を受けた者が、第４１条の

規定によりその損失を補償する場合は、この限りでない。 

２ 第２２条第４項及び第５項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用す

る。 

３ 河川管理者は、第１項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第２項第

五号に該当するものとして同項の規定による処分があつたことによるものである場合に

おいては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。 

 

（河川監理員） 

第７７条 河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第２０条、第２３

条、第２３条の２、第２４条から第２７条まで、第３０条、第３１条第２項、第５５条

第１項、第５７条第１項、第５８条の４第１項若しくは第５８条の６第１項の規定若し

くは第２８条若しくは第２９条の規定に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又は

これらの規定に基づく処分に違反している者（第７５条第１項若しくは第２項の規定に
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よる処分又は第９０条第１項の規定による条件に違反している者を含む。）に対して、そ

の違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができ

る。 

２ 河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す

証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

３ 前項の規定による証明書の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 

 

（許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査） 

第７８条 国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を施行するため必要がある場合に

おいては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によ

り許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律

による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可、登録若しくは承認に

係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可、登録若しくは承認を受けた者の事

務所若しくは事業場に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その

他必要な物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解しては

ならない。 

 

（国土交通大臣の認可等） 

第７９条 都道府県知事は、第９条第２項の規定により行うものとされた一級河川の管

理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなら

ない。 

２ 都道府県知事は、その管理する二級河川について、第一号又は第四号に該当する場

合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第二号又は第三号に

該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。 

一 河川整備基本方針又は河川整備計画を定め、又は変更しようとする場合 

二 河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合 

三 第１６条の３第１項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協

議に応じようとする場合 

四 政令で定める水利使用に関し、第２３条、第２９条若しくは第３４条第１項の規

定による処分若しくは第２４条若しくは第２６条第１項の規定による処分（第２３

条の２の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する処分を除く。）又はこ

れらの処分に係る第７５条の処分をしようとする場合 

 

（国土交通大臣の指示） 

第７９条の２ 国土交通大臣は、指定区間内の一級河川又は二級河川において、洪水、
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津波、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場

合、異常な渇水により、水利使用が困難となり、若しくは困難となるおそれがあると認

められる場合又は汚水の流入等により、河川環境の保全に支障が生じ、若しくは生ずる

おそれがあると認められる場合において、それらの防止又は軽減を図るため緊急の必要

があると認められるときは、当該指定区間内の一級河川の管理の一部を行い又は二級河

川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができ

る。 

 

第５章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会 

 

（社会資本整備審議会の調査審議等） 

第８０条 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項

を調査審議する。 

２ 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を

述べることができる。 

 

第８１条から第８５条まで 削除 

 

（都道府県河川審議会） 

第８６条 都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するた

め、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。 

２ 都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。 

 

第６章 雑 則 

 

（一部略） 

（この法律の規定を準用する河川） 

第１００条 一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの（以下「準用

河川」という。）については、この法律中二級河川に関する規定（政令で定める規定を除

く。）を準用する。この場合において、これらの規定（第１６条の４、第１６条の５、第

６５条の３及び第６５条の４の規定を除く。）中「都道府県知事」とあるのは「市町村

長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県

知事」と、第１３条第２項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村

の条例」と、第１６条の４第１項中「都道府県知事又は指定都市の長（以下「都道府県

知事等」という。）」とあるのは「市町村長」と、「都道府県知事等が統括する都道府県又

は指定都市（以下「都道府県等」という。）」とあるのは「市町村長が統括する市町村」

と、「勘案して、当該都道府県知事等」とあるのは「勘案して、当該市町村長」と、「都

道府県知事等に」とあるのは「市町村長に」と、同条第２項、第１６条の５及び第６５
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条の３第１項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と、第１６条の５第１項、

第６５条の３第１項、第２項及び第６項並びに第６５条の４第１項及び第５項中「都道

府県等」とあるのは「市町村」と、第６５条の３第６項及び第６５条の４第５項中「受

ける都道府県」とあるのは「受ける市町村」と読み替えるものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替え

は、政令で定める。 

 

（一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等） 

第１００条の２ 一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有す

る当該一級河川又は二級河川の用に供される土地（一級河川、二級河川及び準用河川以

外の河川（以下「普通河川」という。）の用に供するため第３項又は国有財産特別措置法

（昭和２７年法律第２１９号）第５条第１項第五号の規定により市町村に譲与されたも

のに限る。）は、当該土地が当該一級河川又は二級河川の用に供されている間、国に無償

で貸し付けられたものとみなす。 

２ 準用河川の指定があつた場合において、国が所有する当該準用河川の用に供される

土地は、国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第２１条及び第２２条の規定にかかわ

らず、当該土地が当該準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村

長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。 

３ 国土交通大臣は、一級河川、二級河川又は準用河川の指定が廃止された場合におい

て、市町村が当該一級河川、二級河川又は準用河川の用に供されていた国の所有する土

地を引き続き普通河川の用に供しようとするときは、当該土地について、国有財産法第

２８条の規定にかかわらず、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に譲与

することができる。 

 

第７章 罰 則 

 

第１０２条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の

罰金に処する。 

一 第２３条又は第２３条の２の規定に違反して、河川の流水を占用した者 

二 第２６条第１項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者 

三 第２７条第１項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地 

の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者 

 

第１０３条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の

罰金に処する。 

一 第２２条の３第４項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者 

二 第３０条第１項の規定に違反して、工作物を使用した者 

三 第８９条第７項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨 
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げた者 

 

第１０４条 次の各号の一に該当する者は、３月以下の懲役又は２０万円以下の罰金に

処する。 

一 第５５条第１項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号の一に該当

する行為をした者 

二 第５８条の４第１項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号の

一に該当する行為をした者 

 

第１０５条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

一 第４４条第１項の規定による指示に従わなかつた者 

二 第４７条第１項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯 

留又は取水の用に供した者 

三 第４７条第３項の規定に違反して、ダムを操作した者 

四 詐欺その他不正な手段により、第２３条、第２６条第１項、第２７条第１項、第

５５条第１項若しくは第５８条の４第１項の許可又は第２３条の２の登録を受けた

者 

五 詐欺その他不正な手段により、第３０条第１項の規定による検査に合格して、工

作物を使用した者 

 

第１０６条 次の各号の一に該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。 

一 第４９条の規定に違反して、記録を作成せず、又は記録の提出を拒み、若しくは

虚偽の記録を提出した者 

二 第５０条第１項に規定する管理主任技術者を置かないで、ダムを流水の貯留又は

取水の用に供した者 

三 第５８条の規定により河川区域内の土地とみなされる河川予定地内の土地又は第

５８条の７の規定により河川立体区域内の地下若しくは空間とみなされる河川予定

立体区域内の地下若しくは空間において、第２６条第１項の規定に違反して、工作

物の新築、改築又は除却をした者 

四 前号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地

下若しくは空間において、第２７条第１項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若

しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採を

した者 

五 第三号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の

地下若しくは空間において新築し、又は改築した工作物を、第３０条第１項の規定

に違反して、使用した者 

六 第７８条第１項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者 
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第１０７条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、第１０２条から前条までの違反行為をしたときは、行為者

を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

 

第１０８条 第３３条第３項（第５５条第２項、第５７条第３項、第５８条の４第２項

及び第５８条の６第３項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者は、５万円以下の過料に処する。 

 

第１０９条 第２８条又は第２９条第１項若しくは第２項の規定に基づく政令又は都道

府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。 

２ 前項の罰則は、政令にあつては６月以下の懲役、３０万円以下の罰金、拘留又は科

料、条例にあつては３月以下の懲役、２０万円以下の罰金、拘留又は科料とする。 
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資料－８ 

重要水防区域及び水防倉庫位置図 

 

（巻末添付） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

美馬市水防計画 
 

 

    

 

 

この美馬市水防計画にご意見やご質問等がある 

場合は、以下までご連絡をお願いいたします。 

【危機管理課  ０８８３－５２－１６７７】 

 

 

 

美馬市企画総務部危機管理課 



 

資料－８ 重要水防区域及び水防倉庫位置図 
     （美馬市水防計画 巻末資料） 


